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平成２８年第２回那須塩原市議会定例会 

 

議 事 日 程 （第１号） 

 

                           平成２８年２月２６日（金曜日）午前１０時開会 

 

日程第 １ 会議録署名議員の指名について 

日程第 ２ 会期の決定について 

      （議会運営委員長報告・質疑） 

日程第 ３ 同意第 １号 人権擁護委員の候補者の推薦について 

             （提案説明、質疑、討論、採決） 

日程第 ４ 同意第 ２号 那須塩原市教育委員会委員の任命について 

             （提案説明、質疑、討論、採決） 

日程第 ５ 報告第 １号 専決処分の報告について〔損害賠償の額の決定及び和解〕 

             （報告） 

日程第 ６ 議案第２６号 那須塩原市職員の給与に関する条例等の一部改正について 

             （提案説明、質疑、討論、採決） 

日程第 ７ 議案第 ２号 平成２７年度那須塩原市一般会計補正予算（第６号） 

             （提案説明、質疑、討論、採決） 

日程第 ８ 議案第 ３号 平成２７年度那須塩原市国民健康保険特別会計補正予算（第３号） 

             （提案説明、質疑、討論、採決） 

日程第 ９ 議案第 ４号 平成２７年度那須塩原市後期高齢者医療特別会計補正予算（第３号） 

             （提案説明、質疑、討論、採決） 

日程第１０ 議案第 ５号 平成２７年度那須塩原市介護保険特別会計補正予算（第４号） 

             （提案説明、質疑、討論、採決） 

日程第１１ 議案第 ６号 平成２７年度那須塩原市下水道事業特別会計補正予算（第４号） 

             （提案説明、質疑、討論、採決） 

日程第１２ 議案第 ７号 平成２７年度那須塩原市農業集落排水事業特別会計補正予算（第２号） 

             （提案説明、質疑、討論、採決） 

日程第１３ 議案第 ８号 平成２７年度那須塩原市温泉事業特別会計補正予算（第４号） 

             （提案説明、質疑、討論、採決） 

日程第１４ 議案第 ９号 平成２７年度那須塩原市水道事業会計補正予算（第３号） 

             （提案説明、質疑、討論、採決） 

日程第１５ 議案第１９号 那須塩原市空き家等対策の推進に関する条例の制定について 

             （提案説明） 
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日程第１６ 議案第２０号 那須塩原市空き家対策審議会条例の制定について 

             （提案説明） 

日程第１７ 議案第２１号 那須塩原市消費生活センター条例の全部改正について 

             （提案説明） 

日程第１８ 議案第２２号 那須塩原市交通指導員設置条例の一部改正について 

             （提案説明） 

日程第１９ 議案第２３号 那須塩原市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正について 

             （提案説明） 

日程第２０ 議案第２４号 那須塩原市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例等の一部改正について 

             （提案説明） 

日程第２１ 議案第２５号 那須塩原市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正について 

             （提案説明） 

日程第２２ 議案第２７号 那須塩原市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改 

             正について 

             （提案説明） 

日程第２３ 議案第２８号 那須塩原市手数料条例の一部改正について 

             （提案説明） 

日程第２４ 議案第２９号 那須塩原市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業等の利用者負担に関する条 

             例の一部改正について 

             （提案説明） 

日程第２５ 議案第３０号 那須塩原市介護保険条例の一部改正について 

             （提案説明） 

日程第２６ 議案第３１号 那須塩原市営住宅条例の一部改正について 

             （提案説明） 

日程第２７ 議案第１０号 平成２８年度那須塩原市一般会計予算 

             （提案説明） 

日程第２８ 議案第１１号 平成２８年度那須塩原市国民健康保険特別会計予算 

             （提案説明） 

日程第２９ 議案第１２号 平成２８年度那須塩原市後期高齢者医療特別会計予算 

             （提案説明） 

日程第３０ 議案第１３号 平成２８年度那須塩原市介護保険特別会計予算 

             （提案説明） 

日程第３１ 議案第１４号 平成２８年度那須塩原市下水道事業特別会計予算 

             （提案説明） 

日程第３２ 議案第１５号 平成２８年度那須塩原市農業集落排水事業特別会計予算 
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             （提案説明） 

日程第３３ 議案第１６号 平成２８年度那須塩原市温泉事業特別会計予算 

             （提案説明） 

日程第３４ 議案第１７号 平成２８年度那須塩原市墓地事業特別会計予算 

             （提案説明） 

日程第３５ 議案第１８号 平成２８年度那須塩原市水道事業会計予算 

             （提案説明） 

日程第３６ 認定第 １号 平成２７年度大田原地区広域消防組合一般会計歳入歳出決算認定について 

             （提案説明） 

日程第３７ 認定第 ２号 平成２７年度黒磯那須消防組合一般会計歳入歳出決算認定について 

             （提案説明） 

日程第３８ 監査委員の審査結果の報告について 

      （報告） 

日程第３９ 議案第３２号 公の施設の区域外設置に関する協議について 

             （提案説明） 

日程第４０ 議案第３３号 黒磯那須共同火葬場組合との間の行政不服審査法第８１条第１項の機関に係る事務 

             の委託に関する協議について 

             （提案説明） 

日程第４１ 議案第３４号 黒磯那須公設地方卸売市場事務組合との間の行政不服審査法第８１条第１項の機関 

             に係る事務の委託に関する協議について 

             （提案説明） 

日程第４２ 議案第３５号 那須塩原市第２期最終処分場基本構想について 

             （提案説明） 

日程第４３ 議案第３６号 那須塩原市保育園整備計画（後期計画）の改訂について 

             （提案説明） 

日程第４４ 議案第３７号 那須塩原市発達支援システムについて 

             （提案説明） 

日程第４５ 議案第３８号 那須塩原市生活排水処理基本構想の改訂について 

             （提案説明） 

日程第４６ 議案第３９号 市道路線の認定及び廃止について 

             （提案説明） 
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出席議員（２６名） 

１番 藤  村  由 美 子 議員  ２番 星  宏 子 議員 

３番 相 馬  剛 議員  ４番 齊 藤 誠 之 議員 

５番 佐 藤 一 則 議員  ６番 鈴 木 伸 彦 議員 

７番 櫻 田 貴 久 議員  ８番 大 野 恭 男 議員 

９番 伊 藤 豊 美 議員  １０番 松 田 寛 人 議員 

１１番 髙 久 好 一 議員  １２番 鈴 木  紀 議員 

１３番 磯 飛  清 議員  １４番 眞 壁 俊 郎 議員 

１５番 齋 藤 寿 一 議員  １６番 君 島 一 郎 議員 

１７番 吉 成 伸 一 議員  １８番 金 子 哲 也 議員 

１９番 若 松 東 征 議員  ２０番 山  本  は る ひ 議員 

２１番 相 馬 義 一 議員  ２２番 玉 野  宏 議員 

２３番 平 山 啓 子 議員  ２４番 植 木 弘 行 議員 

２５番 人 見 菊 一 議員  ２６番 中 村 芳 隆 議員 

 

欠席議員（なし） 

 

説明のために出席した者の職氏名 

市 長 君  島     寛 副 市 長 人  見  寛  敏 

教 育 長 大 宮 司  敏  夫 企 画 部 長 片  桐  計  幸 
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生活環境部長 渡  邊  秀  樹 環境管理課長 臼  井  一  之 

保健福祉部長 松  江  孝 一 郎 社会福祉課長 菊  地  富 士 夫 

子 ど も 未 来 
部 長 

藤  田  恵  子 
子 育 て 支 援 
課 長 

石  塚  昌  章 

産業観光部長 藤  田  輝  夫 農務畜産課長 印  南  良  夫 

建 設 部 長 君  島     勝 都市計画課長 稲  見  一  美 

上下水道部長 八 木 澤     秀 水 道 課 長 小 仁 所     滋 

教 育 部 長 伴  内  照  和 教育総務課長 小  林  一  惠 

会 計 管 理 者 大  島  厚  子 
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固定資産評価 
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西 那 須 野 
支 所 長 

関  谷  正  徳 塩 原 支 所 長 赤  井  清  宏 

 

本会議に出席した事務局職員 
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開会 午前１０時００分 

 

◎開会及び開議の宣告 

○議長（中村芳隆議員） おはようございます。 

  本日招集になりました平成28年第２回那須塩原

市議会定例会は、議員各位のご参集をいただき、

ここに開会の運びとなりました。 

  本定例会には市長提出として43件の議案が提出

されることになっております。また、議会提出案

件として３件の議案を提出いたします。議員各位

には慎重に審議を尽くされ、また議会運営につき

ましても特段のご協力をお願い申し上げまして、

開会の挨拶といたします。 

  ただいまから平成28年第２回那須塩原市議会定

例会を開会し、直ちに本日の会議を開きます。 

  ただいまの出席議員は26名であります。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議事日程の報告 

○議長（中村芳隆議員） 本日の議事日程は、お手

元に配付のとおりであります。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎会議録署名議員の指名 

○議長（中村芳隆議員） まず初めに、日程第１、

会議録署名議員の指名を行います。 

  会議録署名議員に 

    ４番 齊 藤 誠 之 議員 

    ５番 佐 藤 一 則 議員 

 を指名いたします。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎市長挨拶 

○議長（中村芳隆議員） 市長から挨拶があります。 

  市長。 

〔市長 君島 寛登壇〕 

○市長（君島 寛） おはようございます。 

  本日は、平成28年第２回那須塩原市議会定例会

を招集させていただきましたところ、議員の皆様

方には何かとお忙しい中ご参集を賜り、誠にあり

がとうございます。 

  本議会は、私が市長に就任し初めて編成いたし

ました平成28年度の当初予算を提案させていただ

く議会でもありますので、開会に当たりまして、

平成28年度の市政運営に臨む私の所信の一端を述

べさせていただきますとともに、新年度予算編成

の基本的な考え方につきましてご説明を申し上げ

ます。 

  私は、このたび市長選挙におきまして多くの市

民の皆様方から力強く温かいご支援を賜り、那須

塩原市長としてその重責を担うこととなりました。

心から感謝を申し上げますとともに、就任して１

カ月余りではございますが、さまざまな行政課題

が山積しており、改めてその職責の重さを痛感し、

身の引き締まる思いであります。11万7,000人の

市民の負託に応え、また那須塩原市の発展のため、

誠心誠意努力を重ねてまいる覚悟を持って、初心

を忘れることなく、公約の実現と着実な市政運営

を行ってまいります。 

  さらには、那須塩原市への熱い思いを持って市

民の立場に立ち、市民の皆様と同じ目線で公平・

公正を旨とし心がけ、那須塩原市に住み生活する

皆さんを一番に考える市民優先の市政運営に、全

力で取り組んでまいる所存であります。 

  市民の皆様並びに議員各位には、さらなるご理

解とご協力を賜りますようお願いを申し上げます。 

  現在、日本は人口減少、少子高齢化という大き
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な課題に直面をしており、多くの自治体が将来の

人口減少を見据え、厳しい財政状況の中、持続可

能性を模索している状況にございます。 

  本市におきましても、その例外ではなく、限ら

れた財源の中で財政の健全性を保ちながら、計画

的かつ効率的に将来を見据えた行財政運営を行っ

ていく必要があるものと考えております。また、

人口や税収の増加が困難な時代であるからこそ、

市民ニーズにきめ細かに対応し、市民優先の市政

運営を築き上げ、国や県、近隣市町と連携し、多

くの皆様の声を大切に受けとめる市政運営を行っ

てまいりたいと考えております。 

  そのため、私は公約として目指すべき市政運営

の３つの基本理念を掲げさせていただきました。 

  第１に、ここ那須塩原市に住み、生活をする皆

さんを一番に考える市民優先の市政運営でござい

ます。生み、育て、学び、働き、遊び、支え、安

らぎなど、それぞれの人生のステージを人が基本

という視点でしっかり支えるまちづくりを進めて

まいります。また、自分を磨き地域で輝く人を全

力で応援してまいりたいと考えております。 

  第２に、国や県との関係を大事に近隣市町とも

手を携え、しっかりとしたきずなで結ばれた市政

運営でございます。まちづくりを行っていく上に

おきましては、国や県との信頼関係、つながりが

あってこそ、まちは豊かになるものと考えており

ます。国や県とのつながりをさらに深め、近隣市

町とも連携し、県北の中心都市となるべく、まち

づくりを進めてまいります。 

  第３の公平・公正で健全な市政運営でございま

す。市民の皆様に信頼される市政を実現していく

ためには、公正の確保と透明性の向上が求められ

ます。施策を実施していく中では、意見を異にす

る人や多くの皆様の声を大切にし、そして、真摯

に受けとめ、市民の立場に立った公平・公正で健

全な市政運営を行ってまいります。そして、これ

らの理念のもと本市の個性を発揮し、さらなる魅

力を高めるため、目指すべきまちづくりの体系と

して、「市民とともに歩む那須塩原市」、「安心

して暮らせる那須塩原市」、「国・県と太いパイ

プでつながった那須塩原市」、「元気な那須塩原

市」、そして「人と人が支える那須塩原市」、こ

れらを５つの柱として掲げ、より一層まちの魅力

を高めるための施策を、市民の皆様と力を合わせ

ながら着実に進めてまいります。 

  次に、平成28年度の予算編成に当たりましての

基本的な考え方を申し上げます。 

  平成28年度当初予算につきましては、市民優先

を基本的な方針とし、市政の円滑な運営を確保す

ることを第一に、通年予算を編成いたしました。 

  その内容といたしましては、法令等に基づく事

務的経費や施設の維持管理などの経常経費のほか、

これまで進めてきた道路整備や各種施設整備に係

る投資的経費、新たな政策的経費についても予算

計上を行うなど、市民に最も近い基礎的自治体と

して推進すべき施策事業を盛り込むことで、11万

7,000人の市民が安心して生活できるまちづくり

と日常の暮らしをしっかり支える予算としたとこ

ろでございます。 

  これらを具体的に要約いたしますと、まず、保

健、医療、子育て、高齢者福祉などの社会保障関

係経費につきましては、年間所要見込み額を計上

いたしました。公共施設等の維持管理経費やバス

運行経費見込み額を計上いたしました。公共施設

等の維持管理経費やバス運行経費、運行補助を初

め、市民生活に密着した経常的経費につきまして

も、年間所要見込み額を計上いたしました。国・

県補助を導入して行う道路整備事業や都市再生整

備計画事業、子育て施設整備補助などの投資的経

費につきましては、各計画に基づき必要額を計上
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いたしました。高齢者外出支援タクシー料金助成

や子育て応援米の支給、小・中学校へのエアコン

の設置などの公約事業や新規施策等の政策的経費

につきましては、喫緊の課題への対応に必要な額

を計上いたしました。そして最後に、特別会計、

水道事業会計につきましては、年間所要見込み額

を計上したところでございます。 

  一方で、市長就任間もない時間の制約がある中

での予算編成でございましたので、調査検討が必

要となる一部の公約事業につきましては、迅速に

詳細調査や制度設計検討に取りかかり、準備が整

い次第、今後の補正予算において予算の追加を行

うこととさせていただきます。 

  以上の基本的な考え方により編成をいたしまし

た平成28年度一般会計当初予算案の総額は、472

億6,000万円でございます。 

  それでは、平成28年度の主要事業につきまして

目指すべきまちづくりの体系として掲げました５

つの柱に即し、主要施策の概要及び事業について、

順次ご説明を申し上げます。 

  初めに、第１の柱、「市民とともに歩む那須塩

原市」でございます。丁寧に市民の皆様の声をお

聞きし、じっくりと議論して十分な説明をしてい

くことが、市政運営の基本であると考えておりま

す。新庁舎の建設時期の延期は、これまで進めて

きた施策の大きな転換の一つであり、新庁舎の建

設時期につきましては、東京オリンピック以降に

実施する方向で、これから手順を踏んでまいりた

いと考えております。なお、これまで検討してき

た内容や市民の皆様からいただいたご意見や調査

結果などにつきましては、今後計画を策定してい

く上で活用してまいりますとともに、改めて市民

の皆様の声を聞き、じっくりと議論を重ねながら、

市民の皆様と新しい庁舎をつくり上げてまいりま

す。 

  また、今後予測される人口構成などの社会情勢

や財政環境の変化を見据え、次世代に負担を残さ

ないよう、最適な公共施設の配置を目指すことを

目的とした（仮称）公共施設等総合管理計画の策

定を進めてまいります。 

  第２の柱は、「安心して暮らせる那須塩原市」

でございます。 

  子ども、若者、大人、お年寄り、障害がある方

もない方も健康で安心して生活できるまちが、住

みやすい一番のまちであると考えております。ま

ず、移動手段の確保が困難な高齢者の方への外出

支援、タクシー料金助成事業を復活して実施いた

します。また、健康寿命を伸ばす施策を実施して

いくとともに、安心して子育てのできる環境づく

りとして子育て応援券事業を活用していく中で、

チャイルドシート購入に対する助成促進を図り、

さらには子育て応援米の支給事業を、食育等の観

点も加味し、実施いたします。 

  第３の柱は、「国・県との太いパイプでつなが

った那須塩原市」でございます。少子高齢化の進

展による収入の減少、社会保障費の増大、生産年

齢人口層への負担の増加などが見込まれる中、国

や県、近隣市町とのつながりは不可欠でございま

す。国におきましても、地域間の広域連携を積極

的に推進しているところであり、市町村の枠にと

らわれない広域的な連携を図り、効率的で質の高

い住民サービスを提供し、地域づくりを行ってい

くことは必須であるものと考えております。国や

県、近隣市町と連携を図りながら、きずなを生か

した市政運営を行ってまいります。 

  第４の柱は、「元気な那須塩原市」でございま

す。まちが活気に満ちあふれるためには、そこに

住む人々が元気であるだけでなく、経済や教育と

いった人々の生活基盤そのものが元気でなくては

なりません。積極的な企業誘致を中心とした商工 
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業の振興、新規就農者の育成などを軸とした農業

の振興、誘客数の増加を目標とした観光産業の振

興など、地域経済の活性化に取り組むとともに、

小・中学校へのエアコンの設置など、教育環境の

さらなる充実を図ってまいります。 

  第５の柱は、「人と人が支える那須塩原市」で

ございます。我が国全体が人口減少克服と地域の

活性化に向けた対策を講じるため、地方創生の取

り組みの中で人口ビジョン総合戦略を策定し、そ

して推進しようとしております。本市におきまし

ても、これまでも地方創生や定住促進に向けた取

り組みを推進してまいりましたが、こうした取り

組みをさらに進めていくために必要なものこそ人

と人の支え合いであり、そこから生まれる地域力

が重要であると考えております。人を支えるのは

人であります。年齢や性別に関係なく、人と人が

支え合いながら生き生きと暮らし続けられる環境

は、地域の大きな魅力の一つになるものと考えて

おります。地方創生や定住促進をより一層推進し

ていくため、地域力の向上などに取り組んでまい

ります。 

  以上、市政運営に関する私の所信の一端につき

ましてご説明をさせていただきました。平成28年

度は、第１次那須塩原市総合計画の最終年度とな

り、集大成の時期を迎える年であると同時に、今

後の本市の目指すべき方向性を示す第２次那須塩

原市総合計画の策定を完了させる大変重要な年度

となります。人口減少、少子高齢化など、かつて

ない厳しい課題に直面している中、人口減少に歯

どめをかけ、持続可能なまちづくりを進めていく

ことは、多くの困難が待ち受けているものと考え

ております。意志あるところ道は開ける、この思

いを常に視座の中心に据え、職員と一丸となって、

市政を取り巻くさまざまな課題に対し真摯にひた

むきに取り組んでまいる所存でございます。そし

て、本市が持つ魅力をより一層引き出し、このま

ちに住み、集う全ての人々が笑顔で満ちあふれ、

安心して住み続けられるまちづくりに向け、勇往

邁進してまいります。ここに改めまして、市民の

皆様並びに議員各位の一層のご理解とご支援を賜

りますよう心からお願い申し上げまして、平成28

年度の市政方針といたします。 

  引き続き、３月定例議会ご提案を申し上げます

議案につきまして申し上げます。 

  今回、提案を申し上げます議案は、人権擁護委

員の候補者の推薦及び教育委員会委員の任命に関

する人事案件が２件、平成28年度の当初予算案件

が９件、平成27年度補正予算案件が８件、条例の

制定並びに全部改正及び一部改正案件が13件、協

議案件が３件、基本構想等案件が４件、市道路線

の認定及び廃止案件が１件、平成27年度消防組合

の決算認定案件が２件、専決処分の報告案件が１

件の、合計43件であります。 

  これらの内容につきましては、この後、提案理

由の説明の中で詳細を申し上げますが、行政執行

上いずれも重要な案件でありますので、よろしく

ご審議の上、ご決定いただきますようお願いを申

し上げ、開会に当たっての挨拶といたします。あ

りがとうございました。 

○議長（中村芳隆議員） 市長の挨拶が終わりまし

た。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎会期の決定 

○議長（中村芳隆議員） 次に、日程第２、会期の

決定についてを議題といたします。 

  本定例会に先立ち、議会運営委員会が開催され

ておりますので、議会運営委員長の報告を求めま

す。 
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  議会運営委員長、20番、山本はるひ議員。 

〔議会運営委員長 山本はるひ議員登壇〕 

○議会運営委員長（山本はるひ議員） 皆様、おは

ようございます。 

  これより議会運営委員会の報告を申し上げます。 

  本定例会における会期の日程、議案の取り扱い、

その他議会運営上必要な事項を協議するため、去

る２月19日午前10時より第４委員会室において、

委員８名、正副議長、市長以下執行部関係者出席

のもと、議会運営委員会を開催いたしました。 

  まず、本定例会の会期について申し上げます。 

  会期につきましては、本日２月26日より３月17

日までの21日間といたします。会期内の日程の詳

細につきましては、配付された会期日程表のとお

りといたします。 

  本定例会に提出される案件は、市長提出案件と

して、人事案件２件、補正予算案件８件、当初予

算案件９件、条例案件13件、決算認定案件２件、

報告案件１件、その他の案件８件の計43件であり

ます。 

  これらの議案の取り扱いについてでありますが、

同意第１号及び同意第２号の人事案件２件と、議

案第２号から議案第９号までの補正予算案件８件、

議案第26号の条例案件１件の合計11件につきまし

ては、即決扱いといたします。 

  即決案件11件と報告案件１件を除く31件につき

ましては、関係常任委員会並びに決算審査特別委

員会へ付託し、審査を行うことといたします。 

  付託案件のうち、認定第１号及び認定第２号の

平成27年度決算認定案件２件につきましては、先

例により決算審査特別委員会を設置し、審査する

ことにいたします。決算審査特別委員会は議会選

出の監査委員を除く議員をもって構成し、その審

査方法は分科会方式といたします。決算審査特別

委員会の委員長及び副委員長につきましては議長

指名とし、委員長には副議長が、副委員長には３

人の常任委員長が当たるものといたします。 

  次に、追加議案について申し上げます。 

  市長提出による追加議案が３件予定されており

ます。 

  国の補正予算に伴う事業など、今回の３月補正

（一般会計補正予算第６号）に計上が間に合わな

なかったものについて追加を行うための一般会計

補正予算案件１件、道路台帳の統合及びデジタル

化業務委託についての契約変更に係る専決処分の

報告案件１件、損害賠償の額の決定及び和解に係

る専決処分の報告案件が１件、こちらは示談等が

整った場合に追加議案として提出される予定であ

ります。 

  以上、３件の議案が提出された場合の取り扱い

については、即決扱いといたします。 

  次に、議会提出案件について申し上げます。 

  本定例会に提出される案件は、決算審査特別委

員会の設置に関する案件が１件と、議員の派遣に

関する案件が２件の計３件であります。これらの

取り扱いについては、即決扱いといたします。 

  次に、議案に対する質疑について申し上げます。 

  議案に対する質疑は、先例のとおり取り扱うこ

とといたします。なお、当初予算案件に対する質

疑及び決算案件に関する質疑は通告に基づき行う

ものとし、通告書の提出期限は、２月29日月曜日

の午後１時といたします。 

  討論は、先例のとおり取り扱うこととし、同一

議題につき賛成、反対それぞれ５人まで、時間は

１人10分以内といたします。 

  なお、討論通告書の提出期限は、３月11日金曜

日の午後５時といたします。 

  会派代表質問は、先例のとおり取り扱うことと

し、通告書に基づき、項目ごとに一問一答方式で

行うことといたします。質問時間は１会派50分以
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内、最初の質問から議員質問席で行うこととしま

す。質問通告会派は４会派であり、日程上、２月

29日に行うことといたします。 

  市政一般質問は、先例のとおり取り扱うことと

し、通告書に基づき、項目ごとに一問一答方式で

行うことといたします。質問時間は１人40分以内、

最初の質問から議員質問席で行うことといたしま

す。質問通告者は９名であり、日程上、３月２日

と３日の２日間は４人ずつ、４日は１人が行うこ

とといたします。 

  次に、請願・陳情等について申し上げます。 

  今回、新たに受理した請願・陳情等はございま

せん。継続審査となっている陳情が１件ございま

すが、この陳情につきましては、配付された請

願・陳情等文書表のとおり、引き続き総務企画常

任委員会へ付託し、審査を行うことといたします。 

  以上が、議会運営委員会における審査の結果で

あります。議員各位におかれましては、円滑な議

会運営にご協力を賜りますようお願いを申し上げ

まして、報告といたします。 

○議長（中村芳隆議員） 報告が終わりました。 

  ただいまの報告について、質疑を許します。 

〔発言する人なし〕 

○議長（中村芳隆議員） 質疑がないようですので、

質疑を終了することで異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（中村芳隆議員） 異議なしと認めます。 

  本定例会の会期は、ただいまの議会運営委員長

報告のとおり、本日から３月17日までの21日間と

し、議案の取り扱い等についても議会運営委員長

報告のとおりにすることでご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（中村芳隆議員） 異議なしと認めます。 

  よって、本定例会の会期は、本日から３月17日

までの21日間と決しました。 

  また、議案の取り扱い等についても、議会運営

委員長報告のとおりといたします。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎同意第１号の上程、説明、質疑、

討論、採決 

○議長（中村芳隆議員） 次に、日程第３、同意第

１号 人権擁護委員の候補者の推薦についてを議

題といたします。 

  本案について提案理由の説明を求めます。 

  市長。 

〔市長 君島 寛登壇〕 

○市長（君島 寛） 同意第１号 人権擁護委員の

候補者の推薦について、提案のご説明を申し上げ

ます。 

  議案書１ページ、議案資料は１ページとなりま

す。 

  本案につきましては、国民の保障されている基

本的人権を擁護し、自由人権思想の普及高揚を図

るため、本市における人権擁護委員の推薦につい

て、人権擁護委員法第６条第３項の規定に基づき、

議会の同意を求めるものであります。 

  今回、委員13名のうち、１名の委員が平成28年

６月30日をもって任期満了となりますので、引き

続き北村和子氏を人権擁護委員の候補者として推

薦するものであります。 

  北村和子氏は、平成25年７月１日に人権擁護委

員として委嘱され、現在ご活躍をいただいており

ます。 

  地域での人望も厚く、知識経験とも豊富で、人

権擁護委員としてふさわしい方でありますので、

候補者として推薦するものであります。 

  よろしくご審議の上、ご同意くださいますよう

お願い申し上げます。 
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○議長（中村芳隆議員） 説明が終わりました。 

  本案について質疑を許します。 

〔発言する人なし〕 

○議長（中村芳隆議員） 質疑がないようですので、

質疑を終了することで異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（中村芳隆議員） 異議なしと認めます。 

  よって、質疑を終了し、討論を許します。 

〔発言する人なし〕 

○議長（中村芳隆議員） 討論がないようですので、

討論を終結することで異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（中村芳隆議員） 異議なしと認め、討論を

終結いたします。 

  これより採決いたします。 

  同意第１号については、原案のとおり同意する

ことで異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（中村芳隆議員） 異議なしと認めます。 

  よって、本案は原案のとおり同意されました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎同意第２号の上程、説明、質疑、

討論、採決 

○議長（中村芳隆議員） 次に、日程第４、同意第

２号 那須塩原市教育委員会委員の任命について

を議題といたします。 

  本案について提案理由の説明を求めます。 

  市長。 

〔市長 君島 寛登壇〕 

○市長（君島 寛） 同意第２号 那須塩原市教育

委員会委員の任命について、提案のご説明を申し

上げます。 

  議案書２ページ、議案資料は２ページとなりま

す。 

  本案につきましては、那須塩原市教育委員会委

員の田村伸之氏の任期が平成28年３月23日をもっ

て満了となることに伴い、田村氏を再任すること

について、地方教育行政の組織及び運営に関する

法律第４条第２項の規定により議会の同意を求め

るものであります。 

  田村氏は、人格が高潔で教育に関し識見を有し、

現に未成年者の保護者であり、同法同条第５項の

委員のうちに保護者である者が含まれるようにし

なければならないという規定にも合致し、引き続

き教育行政を担っていただくに適任であると考え、

ご提案を申し上げるものであります。 

  なお、委員の任期につきましては、平成28年３

月24日から４年間であります。 

  よろしくご審議の上、ご同意くださいますよう

お願い申し上げます。 

○議長（中村芳隆議員） 説明が終わりました。 

  本案について質疑を許します。 

〔発言する人なし〕 

○議長（中村芳隆議員） 質疑がないようですので、

質疑を終了することで異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（中村芳隆議員） 異議なしと認めます。 

  よって、質疑を終了し、討論を許します。 

〔発言する人なし〕 

○議長（中村芳隆議員） 討論がないようですので、

討論を終結することで異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（中村芳隆議員） 異議なしと認め、討論を

終結いたします。 

  これより採決いたします。 

  同意第２号については、原案のとおり同意する

ことで異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 
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○議長（中村芳隆議員） 異議なしと認めます。 

  よって、本案は原案のとおり同意されました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎報告第１号の上程、説明 

○議長（中村芳隆議員） 次に、日程第５、報告第

１号 専決処分の報告についてを議題といたしま

す。 

  本案について、報告、説明を求めます。 

  副市長。 

○副市長（人見寛敏） 報告第１号について、ご説

明を申し上げます。 

  報告第１号につきましては、地方自治法第180

条第１項の規定により、損害賠償の額の決定及び

和解について専決処分したものでありますので、

同条第２項の規定によりご報告を申し上げるもの

であります。 

  議案書は70ページから71ページ、議案資料はご

ざいません。 

  本件につきましては、平成27年９月10日、那須

塩原市北和田地内において発生した事故に関し損

害賠償の額を決定し、和解したものであります。 

  事故の状況につきましては、相手側車両が市道

島方芝中線を上中野方面から波立方面へ走行して

いたところ、道路上の穴に右前輪を落とし、右前

輪タイヤホイール及びサスペンション等を破損し

たものであります。 

  両者協議の結果、市側60％、相手側40％の過失

割合で示談が成立し、市から相手方に損害賠償金

18万9,410円を支払い、今後この件に関し、双方

決して異議を申し立てないことで和解が成立いた

しました。 

  以上、ご報告を申し上げます。 

○議長（中村芳隆議員） 報告、説明が終わりまし

た。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第２６号の上程、説明、質

疑、討論、採決 

○議長（中村芳隆議員） 次に、日程第６、議案第

26号 那須塩原市職員の給与に関する条例等の一

部改正についてを議題といたします。 

  本案について提案理由の説明を求めます。 

  副市長。 

○副市長（人見寛敏） 議案第26号 那須塩原市職

員の給与に関する条例等の一部改正について提案

のご説明を申し上げます。 

  議案書は31ページから37ページ、議案資料は

100ページから113ページでございます。 

  本案につきましては、平成27年の人事院勧告に

基づく給与改定を実施するため、また、地方公務

員法の一部が改正されたことに伴い、那須塩原市

職員の給与に関する条例、那須塩原市一般職の任

期付職員の採用及び給与の特例に関する条例、那

須塩原市長等の給与及び旅費に関する条例、那須

塩原市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関

する条例の４本の条例の一部を改正することにつ

いて、一括して１本の改正条例として提案するも

のであります。なお、那須塩原市議会の議員の議

員報酬及び費用弁償等に関する条例につきまして

は、議会の要請を受け、市長等の給与及び旅費に

関する条例と同様に改正するものでございます。 

  改正点は３点でございます。 

  １点目は、人事院勧告に基づき給料表及び期末

手当、勤勉手当の支給月数を改正するものであり

ます。給料表については、給料表水準を平均

0.36％引き上げ、期末手当、勤勉手当については、

一般職の職員の勤勉手当の支給月数を0.1月、市
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長、副市長及び議員の期末手当の支給月数を0.05

月引き上げるものであります。 

  ２点目は、級別職務分類表の見出しを等級別基

準職務表に改正するものであります。これは、地

方公務員法の一部改正が平成28年４月１日から施

行されることに伴い、能力、実績に基づく人事管

理を徹底する観点から、等級別基準職務表を条例

に定めることとされたことによるものであります。 

  ３点目は、地方公務員法の改正に伴い、引用条

項を修正するための改正であります。なお、給料

表の改正は平成27年４月１日にさかのぼって、ま

た、期末手当、勤勉手当の支給月数の改正は、平

成27年12月に支給した期末手当、勤勉手当にさか

のぼって実施するものであります。 

  よろしくご審議の上、ご決定くださいますよう

お願い申し上げます。 

○議長（中村芳隆議員） 説明が終わりました。 

  本案について質疑を許します。 

  １番、藤村由美子議員。 

○１番（藤村由美子議員） 全協資料において、人

事院勧告において民間給与との格差0.36％を埋め

るため、俸給表の水準を上げるとの説明でしたが、

那須塩原市において、実際に民間の給与と比較し

て0.36％も市職員の方のほうが低いのでしょうか、

お伺いします。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  総務部長。 

○総務部長（和久 強） 民間給与との比較という

ふうなことでございますが、本市の場合におきま

しては、そういった本市の中の企業のほう等の比

較はしてございません。といいますのは、人事院

勧告というところでありまして、それについては、

全国的なところで調査をして勧告が出されるとい

うふうなものでございまして、それに基づいて国

あるいは県、町村で、市町村の場合におきまして

は、国への準拠というふうなことが根本となって

ございますので、特段の調べはしてございません。 

○議長（中村芳隆議員） １番、藤村由美子議員。 

○１番（藤村由美子議員） あと、非常勤職の報酬

についての見直しは行わないのでしょうか、お伺

いします。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  総務部長。 

○総務部長（和久 強） 非常勤特別職というふう

なことで、例えば市長、あるいは副市長とかでは

なくて、そのほかの非常勤特別職というふうなこ

とでよろしいんでしょうか。 

  そういった非常勤特別職の報酬につきましては、

昨年だったと思いますが見直しをいたしまして、

例えば大学の教授であるとかそういったもので、

若干の額の差があったんです。委員会等に位置づ

けになっている、そういった委員の報酬について、

若干の差がありましたんで、そういったものを統

一的に見直したというふうな経緯もございます。 

○議長（中村芳隆議員） ほかにございませんか。 

〔発言する人なし〕 

○議長（中村芳隆議員） ないようですので、質疑

を終了することで異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（中村芳隆議員） 異議なしと認めます。 

  よって、質疑を終了し、討論を許します。 

  １番、藤村由美子議員。 

〔１番 藤村由美子議員登壇〕 

○１番（藤村由美子議員） １番、藤村由美子です。 

  議案第26号 那須塩原市職員の給与に関する条

例等の一部改正について、反対の立場で討論いた

します。 

  市内の民間給与との格差が本当に0.36％もある

のか、きちんと把握していないのに、市職員の給

与水準を上げるというのは市民に説明がつきませ
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ん。 

  それよりも優先して見直されるべきは、より処

遇が低く不安定な方たちです。保育や教育の現場

などで正職員と同じ市民サービスに従事していな

がら、不安定な身分である非常勤職員の報酬の見

直しを伴わない職員給与の引き上げには、私はど

うしても納得できません。 

○議長（中村芳隆議員） ほかにございませんか。 

〔発言する人なし〕 

○議長（中村芳隆議員） ないようですので、討論

を終結することで異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（中村芳隆議員） 異議なしと認めます。 

  よって、討論を終結いたします。 

  これより採決いたします。 

  議案第26号については、原案のとおり決するこ

とに賛成の議員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（中村芳隆議員） 起立多数。 

  よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第２号の上程、説明、質疑、

討論、採決 

○議長（中村芳隆議員） 次に、日程第７、議案第

２号 平成27年度那須塩原市一般会計補正予算

（第６号）を議題といたします。 

  本案について提案理由の説明を求めます。 

  市長。 

〔市長 君島 寛登壇〕 

○市長（君島 寛） 議案第２号 平成27年度那須

塩原市一般会計補正予算（第６号）について、提

案のご説明を申し上げます。 

  議案書３ページ、議案資料は３ページから16ペ

ージとなります。 

  今回の補正は、平成27年度人事院勧告に伴う人

件費の追加のほか、事業費の確定等に伴う歳入歳

出予算の過不足調整及び国の補正予算等による事

業の実施に必要な経費について予算措置を行うも

のであります。 

  主な補正の内容は、歳入では、議案資料５ペー

ジ、１款市税で企業業績の下振れ予測や法人税割

税率の改正の影響による法人市民税の減などによ

り２億4,832万円を減額し、同ページ、14款国庫

支出金で、国の補正予算による年金生活者等支援

臨時福祉給付金給付事業補助金３億3,674万4,000

円を追加する一方で、放射線量低減対策特別緊急

事業費補助金３億225万5,000円、社会資本整備総

合交付金及び防災・安全交付金３億959万6,000円

の減などにより、合わせて２億9,663万2,000円を

減額するものであります。 

  また、議案資料６ページ、15款県支出金で国の

補正予算による担い手確保・経営強化支援事業費

補助金５億2,438万円の増などにより５億1,560万

8,000円を追加し、議案資料７ページ、18款繰入

金で財政調整基金の繰入額１億3,660万円の皆減

などにより、１億4,600万2,000円を減額し、議案

資料８ページ、21款市債では、事業費の確定等に

伴い３億7,870万円を減額するものであります。 

  歳出では、議案資料９ページ、２款総務費でふ

るさと寄附の大幅増によりふるさと基金積立金を

追加するほか、国の補正予算による情報セキュリ

ティ対策経費を計上することなどにより、合わせ

て２億6,266万3,000円を追加し、議案資料10ペー

ジ、３款民生費で国の補正予算による年金生活者

等支援臨時福祉給付金給付事業を計上するほか、

国民健康保険特別会計繰出金の増などにより、合

わせて５億253万8,000円を追加し、議案資料11ペ

ージ、４款衛生費で放射能対策事業で事業費確定
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などにより、３億9,108万9,000円を減額し、同ペ

ージ、６款農林水産業費で国の補正予算による農

業機械等導入経費に対する補助金の増などにより、

５億1,255万2,000円を追加し、議案資料12ページ、

８款土木費で社会資本整備総合交付金事業や防

災・安全交付金事業などの事業費確定による減の

ほか、下水道事業特別会計繰出金の減などにより、

合わせて７億5,955万2,000円を減額し、議案資料

14ページ、14款予備費において歳入との差額１億

9,935万7,000円を減額して調整するものでありま

す。 

  これらにより、歳入歳出それぞれ４億4,167万

8,000円を減額し、平成27年度那須塩原市一般会

計歳入歳出予算総額を477億8,689万4,000円とす

るものであります。 

  また、これら歳入歳出予算補正のほか、20件の

繰越明許費設定及び18件の債務負担行為補正を行

うものであります。 

  よろしくご審議の上、ご決定くださいますよう

お願い申し上げます。 

○議長（中村芳隆議員） 説明が終わりました。 

  本案について質疑を許します。 

  １番、藤村由美子議員。 

○１番（藤村由美子議員） それでは、予算執行計

画書の５ページ、20款３項１目貸付金返還金、東

日本大震災緊急支援資金融資預託金返還金が821

万4,000円減となっている理由は何か、教えてく

ださい。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（藤田輝夫） こちらにつきまして

は、東日本大震災があったときに、中小企業者に

対して特別融資を行ったということでございまし

て、その償還が、前倒しで償還された方が思った

よりもいっぱいいらっしゃったということで、こ

れだけの減額が生じてしまったということでござ

います。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆議員） １番、藤村由美子議員。 

○１番（藤村由美子議員） では次に、同じく予算

執行計画書９ページ、２款１項９目情報管理費、

新規の自治体情報セキュリティ強化対策業務

3,450万円について、この時期に補正が組まれた

理由と、どこにどのような業務を委託するものな

のか、教えてください。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  企画部長。 

○企画部長（片桐計幸） これは自治体情報セキュ

リティ強化対策業務ということで、歳入のほうに

も、これに係る予算が２ページの総務費補助金と

して地方公共団体情報セキュリティ強化対策費補

助金で1,420万円、それと、７ページの総務債で

地方公共団体情報セキュリティ強化対策事業債と

いうことで1,420万円計上されております。 

  これにつきましては、国の１月の補正での対応

ということがございまして、それにあわせて本市

において３月の補正に計上させていただいたとい

うことでございます。これは内容等につきまして

は、セキュリティの強化ということで特に住基、

税情報等、マイナンバー等を扱う業務などにとっ

ては、よりセキュリティを強化しなきゃならない

ということで、静脈の認証等のシステムを導入し

ていくと。また、現在インターネットと通常の市

民等の情報を重ね合わせた中でのパソコンでの業

務を一緒に行っているわけですけれども、特にそ

の中において、特に生活保護システム等を行う業

務においてはインターネットとの切り分けという

ようなことで進めていくと、より情報のセキュリ

ティを強化していくということでございまして、

委託業者につきましては、現在導入している機器
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等の導入業者を予定しているところでございます。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆議員） １番、藤村由美子議員。 

○１番（藤村由美子議員） それでは、同じく９ペ

ージ、２款１項12目交通対策費です。地域運行事

業の補助金4,121万4,000円が計上されていますが、

ゆーバス、予約ワゴンバス、それぞれの内訳を教

えていただけますでしょうか。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  生活環境部長。 

○生活環境部長（渡邊秀樹） 申し上げます。 

  まず、ゆーバスでございますが、1,585万4,804

円、予約ワゴンバスにつきましては2,535万8,725

円。 

  以上でございます。 

○議長（中村芳隆議員） １番、藤村由美子議員。 

○１番（藤村由美子議員） 同じく、２款１項12目

交通対策費、生活バス路線維持費の補助金として

2,215万7,000円が計上されていますが、どの路線

に対して幾らの補助金なのでしょうか、教えてく

ださい。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  生活環境部長。 

○生活環境部長（渡邊秀樹） これは、個別という

ことでよろしいんでしょうか。 

  それでは、まず、ゆーバスのほうでございます

が、２社ございまして、1,363万3,423円と、それ

から852万3,000円の２つございます。それから、

予約ワゴンバスでございます。大変失礼いたしま

した。 

  もう一つの件につきましては、それぞれの路線

がございます。全部で12路線ございますが、西那

須野五峰の湯線というのがございます、これにつ

きましては85万8,000円、大田原営業所線、これ

がございますが20万8,015円、大女高線というの

がございます、これが9,547円、黒羽出張所線、

これが73万8,226円、それから福祉大線、これが

65万5,416円、板室線、これが346万3,000円、那

須湯本線の、これは那須塩原にかかわる部分でご

ざいますが、これが76万3,779円、それから板室

線の那須塩原にかかわる部分といたしまして525

万9,000円、それから水遊園赤十字線の部分でご

ざいますが、これが９万4,581円、それから那須

赤十字黒羽出張所線が11万2,621円、小西線、こ

れが73万2,401円、馬西線いわゆる馬頭から西那

須野に向かう線でございますが、これが73万

8,837円、以上となっております。 

○議長（中村芳隆議員） １番、藤村由美子議員。 

○１番（藤村由美子議員） 昨年度の補正の額が

2,583万6,000円だったと思うんですけれども、こ

としバス運行事業者と、例えば収支改善のための

話し合いは持たれたのでしょうか。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  生活環境部長。 

○生活環境部長（渡邊秀樹） 昨年は半期、いわゆ

る９月改線で10月からという半期の部分でござい

ました。27年におきましては、ちょうど１年間、

12月を通してということでございまして、このご

質問の費用に係る話し合いといたしましては、そ

れだけに特化した話し合いはまだ行っておりませ

ん。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆議員） １番、藤村由美子議員。 

○１番（藤村由美子議員） また、昨年同じくこの

３月補正のときに、県の支出金が総務費補助金

200万円が入っていたと思うのですが、ことしは

どうなったのでしょうか。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  生活環境部長。 

○生活環境部長（渡邊秀樹） 申しわけございませ
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ん、入ってございません。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆議員） 11番、髙久好一議員。 

○１１番（髙久好一議員） 私のほうは、議案資料

の６ページから７ページにかけてマイナンバー関

係の予算です。 

  社会保障・税番号システム整備補助金というの

は、１目、２目、３目、４目と、３目までですか、

県補助金として計上してありますシステム整備補

助金と改修のための補助金ということなんですが、

この内容について教えてください。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  企画部長。 

○企画部長（片桐計幸） お答えいたします。 

  ２項の県補助金の総務費県補助金でございます

けれども、社会保障番号制度システム整備費補助

金ということで、額の確定等に伴います補助金の

増額ということでございます。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆議員） 11番、髙久好一議員。 

○１１番（髙久好一議員） 今、額の確定によると

いうことなんですが、報道なんかによりますと、

システム上の問題があってシステムが正常に動か

ないということでの改修ということではないんで

しょうか。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  企画部長。 

○企画部長（片桐計幸） そのようなことはござい

ません。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆議員） 11番、髙久好一議員。 

○１１番（髙久好一議員） すみません、もうちょ

っと詳しく聞かせてください。 

○議長（中村芳隆議員） 企画部長。 

○企画部長（片桐計幸） システムが動かないこと

に対することであるというふうなご質問でござい

ますけれども、そういったことじゃなくて、市に

おける通知カード、個人番号カードの交付に係る

事務費の確定というところでございます。 

○議長（中村芳隆議員） 20番、山本はるひ議員。 

○２０番（山本はるひ議員） それでは、補正予算

執行計画書の19ページ、教育費になります。 

  上から２段目の学校運営支援費、教職員ネット

ワークシステム管理業務の中で、サーバの端末処

分を当初の予算から全額減らしたことと、その下

の委託料で学校ＬＡＮ設計、当初予算は多分

2,900万だったと思うんですが、それを2,800万減

らしているという、ここの減額をした理由につき

まして、説明をお願いいたします。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  教育部長。 

○教育部長（伴内照和） お答えいたします。 

  まず、手数料、サーバ・端末の処分費でござい

ますが、当初処分に当たって、一定の経費がかか

るということで見込んでいたわけなんですが、廃

棄業者さんとも調整した結果、いわゆるレアメタ

ルとかそういったものが相当含まれているという

ことで、基本的には無償で処分ができたというこ

とで今回減額をしたのが、まず１点目でございま

す。 

  それと、委託料の中の学校ＬＡＮ設計関係で

2,800万ほど減額をしておりますが、こちらにつ

きましては、今後導入をしていきますタブレット

端末等を活用するために必要な無線ＬＡＮという

ことで考えておりました。それを行うに当たって、

基本的にタブレット端末の導入の計画、そういっ

たものをある程度しっかり確定してからのほうが、

無駄のない設計ができるというようなこともあり

ますので、今年度においてはタブレットの導入に

ついて今検討している最中でございますので、そ
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ちらをかためてからということで、今回減額をさ

せていただいた内容でございます。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆議員） 20番、山本はるひ議員。 

○２０番（山本はるひ議員） 端末の処分費がただ

という、お金が要らないというのはわかりました。 

  今の無線ＬＡＮのタブレットとの関連なんです

が、今年度の当初のところで、これかなり説明を

されていたと思うんですけれども、その当時の考

えの中では、そのようなところまでは、業者の方

とか何か専門の方ときちんと話し合いをそこまで

しないで、これは委託をしようというふうに考え

ていたというふうに理解してよろしいんでしょう

か。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  教育部長。 

○教育部長（伴内照和） 当初予算の中で計上した

際には、今後タブレットを順次導入していくとい

う計画のもとに、必要な学校に対して整備をして

いきたいということで計上をさせていただいたわ

けなんですが、より無駄のない実際に導入がおく

れるところ、例えばまた導入の数が明確になる段

階で、必要なＬＡＮ配線をしたほうがより設計も

確実なものになるということで、当初ある程度の

検討はもちろんしておりましたが、最終的にはよ

り確実性の高いものを求めた上で設計をすること

が、よりベターであろうということで、今回減額

したものでございます。 

○議長（中村芳隆議員） 20番、山本はるひ議員。 

○２０番（山本はるひ議員） 見直しをしたという

ことで理解をいたします。 

  次に、20ページになります。 

  同じ教育費の生涯学習振興費の中のコミュニテ

ィ活動費の自治総合センター一般コミュニティ助

成事業、これ当初の予算では1,150万円の予算計

上をしていたと思うんですが、900万円も減って

しまった理由をお聞きかせください。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  教育部長。 

○教育部長（伴内照和） お答えいたします。 

  このコミュニティ活動費の中の自治総合センタ

ー一般コミュニティに対する助成事業でございま

すが、中央の団体に毎年要望を、申請をしており

ます。27年度につきましては、５地区のコミュニ

ティに対して支援をいただきたいということで要

望したわけですが、結果的には１地区だけの採択

ということで、４地区については今回認められな

かったものですから、それを見込んでいた予算を

900万ということで減額をさせていただきました。

また、同じように、歳入、20款の雑入の中でも同

額を減額しているということでございます。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆議員） 会議の途中ですが、ここ

で10分間休憩いたします。 

 

休憩 午前１１時０３分 

 

再開 午前１１時１３分 

 

○議長（中村芳隆議員） 休憩前に引き続き会議を

開きます。 

  13番、磯飛清議員。 

○１３番（磯飛 清議員） 執行計画書のほうから

質疑をいたします。 

  12ページ、３款民生費、２項８目放課後児童対

策費の中の2001事業、委託料の676万1,000円の減

額理由をお聞きかせください。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  子ども未来部長。 

○子ども未来部長（藤田恵子） 減額の理由という
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ことですが、こちらは共英小学校の放課後児童ク

ラブと南小の放課後児童クラブ、２カ所の設計の

部分が終了したものによる減額補正とさせていた

だいております。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆議員） 13番、磯飛清議員。 

○１３番（磯飛 清議員） 今のご答弁ですと、設

計、測量等が終了した中で予算が余ったという解

釈でよろしいんでしょうか。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  子ども未来部長。 

○子ども未来部長（藤田恵子） 言葉が足りなかっ

たので申しわけございませんが、議員のおっしゃ

るとおりです。 

○議長（中村芳隆議員） 13番、磯飛清議員。 

○１３番（磯飛 清議員） 今の質疑は了解いたし

ました。 

  続いて、もう１問なんですが、同じく執行計画

書19ページ、10款教育費、２項１目小学校管理費

の中の2501事業、地域児童見守りシステム事業の

300万減額の理由をお聞きかせください。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  教育部長。 

○教育部長（伴内照和） 今回300万を減額してい

るわけですが、子どもたちの安全対策ということ

で、携帯等の保持をする場合に補助を出している

わけなんですが、今回370件ほど当初見込んでお

りました。実質手を挙げていただいた方が少なか

ったということで、その差の分を減額しておりま

す。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆議員） 12番、鈴木紀議員。 

○１２番（鈴木 紀議員） 予算執行計画書の中か

ら５ページ、諸収入、原発事故東電賠償金という

ことで、４項４目総務費雑入の中で原発事故東電

賠償金、また、ほか何点かありますけれども、請

求どおり100％戻ってきたのかどうなのか、まず

総務費雑入からお尋ねをいたします。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  総務部長。 

○総務部長（和久 強） これにつきましては、入

湯税の減収に対する賠償金というようなことであ

りまして、こちらから請求しましたものについて

は全額認められたというような形になっておりま

す。 

○議長（中村芳隆議員） 12番、鈴木紀議員。 

○１２番（鈴木 紀議員） ちょっと聞き取りにく

かったんで、再度お尋ねしたいと思います。 

  これは、4,750万1,000円という全額請求して、

全額戻って賠償されたのかどうなのか、お尋ねし

たいと思います。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  総務部長。 

○総務部長（和久 強） 大変すみません。 

  全額請求したとおりの額というふうなことでご

ざいます。 

○議長（中村芳隆議員） 12番、鈴木紀議員。 

○１２番（鈴木 紀議員） 了解しました。 

  次に、同じように商工費雑入、多分大吊橋かな

と思うんですけれども、これも同様に2,051万

7,000円ということで、この金額で請求で100％支

払いされたのか、同様にお尋ねをいたします。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（藤田輝夫） こちらにつきまして

も、総務部長同様、100％の賠償額だということ

でございます。 

○議長（中村芳隆議員） 12番、鈴木紀議員。 

○１２番（鈴木 紀議員） 大吊橋ということでよ

ろしいんでしょうか、その確認だけお聞かせくだ
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さい。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（藤田輝夫） ご指摘のとおり、も

みじ谷大吊橋の損害賠償ということでございます。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆議員） 12番、鈴木紀議員。 

○１２番（鈴木 紀議員） 同様に土木費も原発事

故東電賠償金ということで479万8,000円入ってお

りますけれども、これも請求どおり100％なのか、

また、場所的には鳥野目というような説明もあっ

たかと思うんですが、それもあわせてお聞きかせ

ください。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  建設部長。 

○建設部長（君島 勝） 土木費雑入につきまして

は請求どおり満額でありまして、場所につきまし

ては、鳥野目河川公園の使用料ということであり

ます。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆議員） 12番、鈴木紀議員。 

○１２番（鈴木 紀議員） 同様に、教育費の中に

学校教育課で７万5,000円ということですけれど

も、これも同様に請求７万5,000円で100％賠償さ

れたのか、お尋ねします。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  教育部長。 

○教育部長（伴内照和） 請求額全額が認められた

ということでございます。 

○議長（中村芳隆議員） 12番、鈴木紀議員。 

○１２番（鈴木 紀議員） はい、了解いたしまし

た。 

  次に、同じように予算執行計画書の14ページ、

４款衛生費の中の２項１目清掃総務費で交付金、

産業廃棄物処理施設に係る周辺整備ということで、

その他安全協議会、戸田地区、細竹・戸田地区と

ありますけれども、この520万3,000円の減額の理

由をお聞きかせください。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  生活環境部長。 

○生活環境部長（渡邊秀樹） お答えいたします。 

  この交付金につきましては、歳入の部でちょう

ど同じ執行計画書の４ページに17款寄附金、衛生

費寄附金というのがございます。こちらと関連す

るものでございまして、産業廃棄物処理施設に係

り、その周辺で活動いたしております記載の３団

体に対しまして、栃木県環境保全公社より交付さ

れた金額を交付するものでございまして、予算の

中では、それぞれの団体より申請され、交付申請

のあったその額を予算として定めてございます。

運用につきまして、各団体の中のいわゆるやりく

り繰越金等、それに見合いまして、本年は請求額

がその分だけ減額、また、活動日数によってそれ

ぞれの団体の努力ということで減額し、それが確

定されたことによって定められたものでございま

す。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆議員） 12番、鈴木紀議員。 

○１２番（鈴木 紀議員） 申請された中で確定さ

れた、活動された実績に基づいてということで解

釈してよろしいかと思います。 

  この安全協議会、戸田地区、細竹・戸田地区合

同ということで、それぞれ金額的にはどういうよ

うな内訳になっているのか、お尋ねをします。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  生活環境部長。 

○生活環境部長（渡邊秀樹） それでは、最後の確

定額という形になると思いますけれども、安全協

議会につきましては、それぞれの努力の中で本年

度についてはゼロ円で、戸田地区におきましては



－36－ 

200万で、細竹・戸田地区合同につきましては324

万3,000円という内訳で、合わせて524万3,000円、

これが今年度の寄附金という形で確定されるもの

でございます。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆議員） 17番、吉成伸一議員。 

○１７番（吉成伸一議員） それでは、議案資料か

らお尋ねします。 

  議案資料の15ページ、繰越明許費、今回20件上

がっているわけですが、その中で当然３月補正で

も上がっていますので、それらは繰り越しになる

だろうなと思うんですが、当初予算で予算計上さ

れた中で繰り越しをされているものについての、

その理由等をお聞きかせください。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  総務部長。 

○総務部長（和久 強） 私ども総務部関係であり

ますと、上から５つ目の放射能対策事業、これが

４億5,000万ほど繰り越しというふうなことにさ

せていただいておりますが、これにつきましては、

今年度事業所除染のほうを進めているところでご

ざいますが、契約のほうは全て契約というふうな

ことでございますが、やはりどうしても期間内に

終了が難しい。これにつきましては、やはり事業

所の方といろんな打ち合わせをしなくちゃならな

いというふうなことがありまして、それでどうし

ても繰り越しせざるを得ないというような状況で

ありましたので、このような処置をとらせていた

だいたというふうなことになっております。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  総務部長。 

○総務部長（和久 強） 申しわけございません、

私どものほうで、あと２つほどございました。 

  下のほうから７番目、消防コミュニティセンタ

ー整備事業でございますが、これにつきましては

消防の緊急伝達システムでございますけれども、

これが28年、ことしの５月まで地上波からデジタ

ル波に切りかわるというようなことで、緊急伝達

システムのほうを、携帯電話を使いましてサイレ

ンのほうが鳴るような改築をしているわけでござ

いますが、それにつきまして機材の調達に不測の

日数を要したことがございまして、それでこのよ

うな繰り越しとさせていただいているところでご

ざいます。 

  またその下、防火水槽整備事業でございますが、

これにつきましても、建設予定地の選定につきま

して不測の日数を要したというふうなことで、繰

り越しというふうにさせていただいております。 

  私のほうは以上でございます。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁漏れはございません

ね。 

  17番、吉成伸一議員。 

○１７番（吉成伸一議員） そうすると、ほかのも

のは当初では組まれていないということですか、

そんなはずないですよね。部はまたがって、それ

ぞれ建設部のほうはありますね、お願いします。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  建設部長。 

○建設部長（君島 勝） 建設部のほうの分につき

ましてご説明を申し上げます。 

  まず、８款２項２目の道路維持管理事業でござ

います。3,490万につきましては、１つは、橋梁

長寿命化に基づきます橋梁点検でございまして、

これは栃木県建設技術センターというところに委

託をかけた橋梁点検でありますが、これにつきま

しては、当初ＪＲに跨線橋４橋を当初で見ており

ましたが、その事業費が執行によりまして執行残

が出たということで、そちらの調整のために、追

加で栃木県建設技術センターのほうに橋梁の点検

の委託をかけましたが、これが河川内の区域であ
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るということで、調査が出水期にできないという

ことで繰り越しになるものです。 

  同じく、もう一つが、市道の四季の里線という

のがございまして、そちらのほうののり面の本工

事が、こちらのほうにつきましては、温泉管がそ

の工事の現場にあるということで、そちらのほう

の布設がえに時間がかかったということで、こち

らのほうの繰り越しになっております。 

  次に、８款２項３目の社会資本整備総合交付金

事業でございますが、こちらにつきましては新

南・下中野線の工事でございまして、こちらが別

な場所でありますけれども、工事の場所ではあり

ませんが、こちら路線の用地交渉に時間がかかり

まして、その事業費の調整のために工事をその後

発注をしましたので、工期がとれずに工事の繰り

越しをするものということでございます。 

  続きまして、同じく８款２項３目の防災・安全

交付金事業でございますが、金額は１億2,726万

5,000円でございまして、１つは黒磯西岩崎線、

もう一つが二区町・緑線の２路線でございまして、

これはいずれも用地、すみません、黒磯西岩崎線

については用地補償費でありまして、二区町・緑

線につきましては工事であります。こちらは、用

地の補償物件の建物なんですけれども、これの移

設にちょっと時間がかかるということで、年度内

の完了が見込めないことから繰り越しでございま

す。それから、二区町・緑線につきましては、雨

水排水との計画の変更をやったことによりまして

若干工事の発注がおくれて、その工事が年度内に

完了しないということで繰り越しをするものでご

ざいます。 

  次に、同じく８款３項３目の普通河川事業の

3,060万でございますが、これは百村川８号準幹

線ということでございまして、西那須野地区にな

っておりますが、この工事に当たりまして支障物

件等の地下埋設物がございまして、そちらの調査

に時間を要しまして、発注までに時間がかかった

ために工事が年度内に終わらないということで繰

り越しをするものでございます。 

  それから、その次でございますが、８款４項３

目黒磯駅周辺地区都市再生整備計画事業３億

7,024万2,000円でございますが、これは黒磯駅の

東口の広場の整備工事でございまして、この工事

を着工終了するに当たりまして、ＪＲ駅の構内と

隣接しているということでＪＲのほうと協議をし

ておりました。ＪＲのほうの構内にあります地震

計というのがございますが、そちらを停止させて

工事をするか、あるいはどういった対応が必要か

というような協議をしていたんですけれども、こ

ちらのほうにかなりの時間がかかったということ

で、工事がなかなか進めなかったことから、この

東口の工事にかかわる工事の繰り越しをしておる

ということでございます。 

  それから最後になりますが、那須塩原駅東口バ

リアフリー化事業の900万でございますが、これ

は那須塩原駅の東口に設置を予定しておりますエ

レベーター設置工事の設計でございまして、これ

につきましては、これもやはりＪＲとの協議でご

ざいまして、こちらのほうも時間がかかったとい

うことで、年度内に設計について完了が見込めな

いということから繰り越しということでございま

す。 

  以上であります。 

○議長（中村芳隆議員） 産業観光部長。 

○産業観光部長（藤田輝夫） 産業観光部のほうで

お答え申し上げます。 

  15ページの表の上から７行目、６款１項７目農

村基盤施設整備事業でございます。 

  こちらにつきましては、沓掛地内の農業用排水

路の整備ということでございまして、用地交渉に
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不測の日数を要したために年度内の完成が見込め

ないということから、繰り越しをさせていただく

というものでございます。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆議員） 17番、吉成伸一議員。 

○１７番（吉成伸一議員） あとは全て補正だった

わけですね、わかりました。 

  内容としては、当然大体期限内に話し合い等が

つかなくてというのがほとんどそうだと思うんで

すが、これは細かなことなんですけれども、前年

度のこの繰越明許費に関して言うと、もう少し細

かに表現されていたと思うんです。それぞれ事業

が１個じゃなくて２つある場合には、確かに款項

目節同じなのにということになるんでしょうけれ

ども、それも同じでも分けて事業名が詳しく載っ

ていたと思うんですが、今回に関して言うと、そ

れが１つになっているような事業もあるもんです

から、その辺はどういう理由でこのような形で表

現したんでしょうか。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  総務部長。 

○総務部長（和久 強） これにつきましては、こ

の表を見ていただきますと、表頭のほう、まずは

款項目、それから事業名、金額というふうな区分

になってございまして、その事業名のところかと

思います。今回からその事業名で統一をさせてい

ただいたというふうなところがありまして、それ

でこういうふうなまとまった名称になったという

ふうなことでございます。 

○議長（中村芳隆議員） ６番、鈴木伸彦議員。 

○６番（鈴木伸彦議員） 私のほうからは、27年度

３月の補正予算執行計画書の中で質疑をさせてい

ただきます。 

  20ページの10款５項７目博物館費、博物館整備

事業です。これの減額の理由についてご説明願い

ます。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  教育部長。 

○教育部長（伴内照和） お答えいたします。 

  博物館の整備事業につきましては、設計に当た

って入札執行を行ったわけなんですが、その確定

に伴う減でございます。 

○議長（中村芳隆議員） ６番、鈴木伸彦議員。 

○６番（鈴木伸彦議員） わかりました。 

  設計の費用ということの中の約700万近い金額

というのは結構大きいのかなと思ったんですが、

通常どおり入札をした結果、これだけの費用が下

がったということで了解しました。 

  続きまして、６項２目体育施設、一番下の欄な

んですけれども、塩原運動公園・関谷南公園管理

運営事業、8001事業です。これの1,000万円ほど

の減額、これも入札なのか、施設内容が変わった

のか、そのあたりをご説明いただけますか。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  教育部長。 

○教育部長（伴内照和） お答えいたします。 

  こちらの事業につきましては、都市公園の長寿

命化事業計画に基づいて、国からの補助をいただ

きながら整備する予定でございました。今回、国

のほうの事業の中でその部分が減額になってしま

ったということで、今回あわせて歳出のほうも減

にしているということです。 

○議長（中村芳隆議員） ６番、鈴木伸彦議員。 

○６番（鈴木伸彦議員） 了解しました。 

  続きまして、次ページ21ですが、ここの12款公

債費です。１項１目元金1,300万減額になってお

りますが、これの概要について説明をお願いいた

します。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  総務部長。 
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○総務部長（和久 強） 元金のほう1,300万強減

額をさせていただいておりますが、まず利率の見

直しに伴いまして利子が減ったというふうなこと

で、その影響で元金のほうもというようなところ

でございます。 

○議長（中村芳隆議員） ６番、鈴木伸彦議員。 

○６番（鈴木伸彦議員） ちょっと、私のリテラシ

ーと言うんですか、こういう理解する力ではちょ

っと今の説明だとよくわからないので、できたら、

もう少し砕いて説明いただきたいということと、

次の項の１項２目の利子も減額について質問させ

ていただくんですが、財政に余裕があれば、元金

についても利子についても、返せるのであれば、

なるべく返したほうがいいのかなと、本市の財政

からいうと思うので、その辺もあわせてご説明い

ただけますか。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  総務部長。 

○総務部長（和久 強） まず、１項２目の利子の

ほうでございますが、当初見込んだ利子よりも利

子のほうが下がったというふうなことでの減額と

いうふうなことでございます。 

  議員おっしゃるとおり、借金につきましては、

できるだけ返していくというふうなところが望ま

しいというふうには考えておりまして、それにつ

いては、別途そういうふうな方向で、できるだけ

借金のほうを早目に、例えば20年償還であるとこ

ろを10年で返すとか、そういうふうな対応をさせ

ていただいているところでございます。 

○議長（中村芳隆議員） ほかにございませんか。 

〔発言する人なし〕 

○議長（中村芳隆議員） ないようですので、質疑

を終了することで異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（中村芳隆議員） 異議なしと認めます。 

  よって、質疑を終了し、討論を許します。 

  20番、山本はるひ議員。 

〔２０番 山本はるひ議員登壇〕 

○２０番（山本はるひ議員） それでは、議案第２

号 平成27年度那須塩原市一般会計補正予算（第

６号）に、反対の立場で討論いたします。 

  人事院勧告等による人件費9,172万円の追加に

つきましては、保育士など、賃金で市職員と同じ

仕事をしている方々の見直しもすべきだと考えま

す。それがないことに対しては納得ができず、ま

た市民の皆様に説明がつきません。 

  以上のことから、この補正予算案に賛成するこ

とができません。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆議員） ほかにございませんか。 

〔発言する人なし〕 

○議長（中村芳隆議員） ないようですので、討論

を終結することで異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（中村芳隆議員） 異議なしと認めます。 

  よって、討論を終結いたします。 

  これより採決いたします。 

  議案第２号については、原案のとおり決するこ

とに賛成の議員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（中村芳隆議員） 起立多数。 

  よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第３号～議案第８号の上程、

説明、質疑、討論、採決 

○議長（中村芳隆議員） 次に、お諮りいたします。 

  日程第８、議案第３号 平成27年度那須塩原市

国民健康保険特別会計補正予算（第３号）から日
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程第13、議案第８号 平成27年度那須塩原市温泉

事業特別会計補正予算（第４号）までの６件を一

括議題といたしたいと思いますが、異議ございま

せんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（中村芳隆議員） 異議なしと認めます。 

  よって、議案第３号から議案第８号までの６件

を一括議題といたします。 

  本案について提案理由の説明を求めます。 

  副市長。 

○副市長（人見寛敏） 議案第３号から議案第８号

の６件につきまして、一括して提案のご説明を申

し上げます。 

  初めに、議案第３号 平成27年度那須塩原市国

民健康保険特別会計補正予算（第３号）について

申し上げます。 

  議案書は４ページ、議案資料は17ページから18

ページでございます。 

  今回の補正予算は、平成27年人事院勧告に伴う

人件費の追加のほか、事業費の過不足調整、保険

基盤安定制度負担金の増などによる歳入予算の調

整について、必要な予算措置を行うものでありま

す。 

  補正の内容は、歳入では、９款繰入金で保険基

盤安定繰入金の増などにより１億3,699万円を追

加するものであります。 

  一方、歳出では、１款総務費で一般管理費の減

などにより355万9,000円減額し、２款保険給付費

で一般被保険者療養給付費１億4,027万1,000円、

８款保健事業費で特定健康診査等事業費27万

8,000円を追加するものであります。 

  これらにより、歳入歳出それぞれ１億3,699万

円を追加し、平成27年度那須塩原市国民健康保険

特別会計歳入歳出予算総額を163億3,308万6,000

円とするものであります。 

  次に、議案第４号 平成27年度那須塩原市後期

高齢者医療特別会計補正予算（第３号）について

申し上げます。 

  議案書は５ページ、議案資料は19ページから20

ページでございます。 

  今回の補正予算は、平成27年人事院勧告に伴う

人件費の追加のほか、事業費の確定等に伴う歳入

歳出予算の過不足調整について、必要な予算措置

を行うものであります。 

  補正の内容は、歳入では、１款後期高齢者医療

保険料で2,324万3,000円を追加し、２款繰入金で

一般会計繰入金を236万5,000円減額し、また、４

款諸収入で広域連合事務局勤務職員人件費を５万

円追加するものであります。 

  一方、歳出では、１款総務費で一般管理費231

万5,000円を減額し、２款後期高齢者医療広域連

合納付金で2,324万3,000円を追加するものであり

ます。 

  これらにより、歳入歳出それぞれ2,092万8,000

円を追加し、平成27年度那須塩原市後期高齢者医

療特別会計歳入歳出予算総額を９億3,448万4,000

円とするものであります。 

  次に、議案第５号 平成27年度那須塩原市介護

保険特別会計補正予算（第４号）について申し上

げます。 

  議案書は６ページ、議案資料は21ページから22

ページでございます。 

  今回の補正予算は、平成27年人事院勧告に伴う

人件費の追加のほか、事業費の確定等に伴う歳入

歳出予算の過不足調整について、必要な予算措置

を行うものであります。 

  補正の内容は、歳入では、３款国庫支出金でシ

ステム改修費補助金の増により、国庫補助金に

107万3,000円を追加し、７款繰入金で事務費等に

係る一般会計繰入金877万8,000円を減額するもの
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であります。 

  一方、歳出では、１款総務費で職員給与費に

182万5,000円を追加し、一般管理費341万7,000円、

認定調査事務費611万3,000円をそれぞれ減額する

ものであります。 

  これらにより、歳入歳出それぞれ770万5,000円

を減額し、平成27年度那須塩原市介護保険特別会

計歳入歳出予算総額を78億1,636万円とするもの

であります。 

  次に、議案第６号 平成27年度那須塩原市下水

道事業特別会計補正予算（第４号）について申し

上げます。 

  議案書は７ページ、議案資料は23ページから25

ページでございます。 

  今回の補正予算は、平成27年人事院勧告に伴う

人件費の追加のほか、事業費の確定等に伴う歳入

歳出予算の過不足調整について、必要な予算措置

を行うものであります。 

  補正の内容は、歳入では、１款分担金及び負担

金で受益者負担金賦課対象面積の増加により、

1,013万4,000円を、６款諸収入で東電賠償金合意

により9,450万7,000円をそれぞれ追加いたします。 

  ２款使用料及び手数料で下水道使用料の収入見

込み減により、1,320万2,000円を減額いたします。 

  また、３款国庫支出金で国庫補助事業の内示減

により8,160万円、４款繰入金で一般会計繰入金

１億4,743万6,000円、７款市債4,080万円をそれ

ぞれ減額いたします。 

  一方、歳出では、１款下水道管理費の一般管理

費で人事院勧告による人件費の調整として職員給

与費104万7,000円を追加し、消費税確定申告に伴

う納付税額確定による公課費2,550万9,000円を減

額いたします。 

  ２款下水道建設費では、公共下水道建設事業で

委託料5,697万4,000円、補償、補塡及び賠償金で

176万7,000円、特定環境保全公共下水道建設事業

で委託料1,686万4,000円、工事請負費5,860万

6,000円、補償、補塡及び賠償金100万円をそれぞ

れ減額いたします。 

  ３款流域下水道費では、負担金、補助金及び交

付金1,332万1,000円、４款公債費では、利子540

万3,000円をそれぞれ減額いたします。 

  これらにより、歳入歳出それぞれ１億7,839万

7,000円を減額し、平成27年度那須塩原市下水道

事業特別会計歳入歳出予算総額を27億2,201万

2,000円とするものであります。 

  また、これら歳入歳出予算補正のほか、３件の

債務負担行為補正を行うものであります。 

  次に、議案第７号 平成27年度那須塩原市農業

集落排水事業特別会計補正予算（第２号）につい

て申し上げます。 

  議案書は８ページ、議案資料は26ページから27

ページでございます。 

  今回の補正予算は、平成27年人事院勧告に伴う

人件費の追加のほか、年度内に不足する経費の追

加について、必要な予算措置を行うものでありま

す。 

  補正の内容は、歳入では、３款繰入金で47万円

の追加をするものであります。 

  一方、歳出では、１款管理費の一般管理費で職

員給与費５万2,000円、施設維持管理費41万8,000

円をそれぞれ追加するものであります。 

  これらにより、歳入歳出それぞれ47万円を追加

し、平成27年度那須塩原市農業集落排水事業特別

会計歳入歳出予算総額を１億856万7,000円とする

ものであります。 

  次に、議案第８号 平成27年度那須塩原市温泉

事業特別会計補正予算（第４号）について申し上

げます。 

  議案書は９ページ、議案資料は28ページでござ
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います。 

  今回の補正予算は、平成27年人事院勧告に伴う

人件費の追加について、必要な予算措置を行うも

のであります。 

  補正の内容は、歳出において、１款温泉事業管

理費で職員給与費５万3,000円を追加する一方、

３款予備費で同額の５万3,000円を減額して調整

するもので、予算総額の変更はございません。 

  以上、６件につきましてよろしくご審議の上、

ご決定くださいますようお願い申し上げます。 

○議長（中村芳隆議員） 説明が終わりました。 

  質疑を許します。 

  ６番、鈴木伸彦議員。 

○６番（鈴木伸彦議員） 21ページ、22ページにわ

たっての質疑をさせていただきます。 

  22ページのほうに１款総務費、１目の丸が２つ

あって、一般管理費が減額になっております。そ

の理由をお伺いしたいと思います。 

○議長（中村芳隆議員） ６番、鈴木伸彦議員。 

○６番（鈴木伸彦議員） 議案資料の21、22ページ

で、22ページの下のほうです。 

  歳出状況、１款１項１目の丸が２つあるんです

が、下の段の一般管理費341万7,000円の減額理由

についてお答え願います。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  保健福祉部長。 

○保健福祉部長（松江孝一郎） この減額でござい

ますけれども、介護保険のシステムにいわゆるマ

イナンバー制度が導入されたということで、シス

テムの改修をしたところでございますけれども、

その事業が確定をしまして不用額を減額をしたと

いうものでございます。 

  以上でございます。 

○議長（中村芳隆議員） ６番、鈴木伸彦議員。 

○６番（鈴木伸彦議員） なるほど、了解しました。 

  それと同様に、下の３項２目認定調査事務費が

やはり611万3,000円ほど減額になっておりますが、

これの減額になった内容についてお示しください。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  保健福祉部長。 

○保健福祉部長（松江孝一郎） 認定調査事務費の

減額の理由でございますけれども、介護保険の適

用を受けるためには認定を受けるという必要がご

ざいますけれども、市では申請をいただいたとき

に、認定調査員という方が最初の基礎的な調査を

行います。人数としては10人の方が必要だという

ふうに考えてやっているところでございますけれ

ども、いろいろな事情がございまして、常時10人

ではない時期がある。どうしても諸般の事情でお

やめになってしまって、要は臨時の方なんですけ

れども、余ってしまうというような時期が生じて

しまうということで、最終的な見込みができまし

たので、不用額を減額するというものでございま

す。 

  以上でございます。 

○議長（中村芳隆議員） ６番、鈴木伸彦議員。 

○６番（鈴木伸彦議員） 事情がよく見えました、

了解しました。 

  それで、こういった減額で苦労があったと思う

んですけれども、減額に伴った担当者レベルでの

支障、人が少ないことになる支障とかそういった

ことはなかったのかどうかだけ、ちょっとお知ら

せいただけますか。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  保健福祉部長。 

○保健福祉部長（松江孝一郎） 人が足りなかった

ことによる支障があったのかどうかということで

ございますけれども、年間平均的な申請の件数を

見込みまして、人数を想定をして事務を進めてい

るところでございますから、当然人が欠ければ、
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一般論としては支障があるというふうに考えると

ころでございますけれども、若干の時間外等をや

りながら、ご利用になりたい高齢者の方をお待た

せしないようにというところでは事務を進めてい

るところでございます。 

  以上でございます。 

○議長（中村芳隆議員） ほかにございませんか。 

〔発言する人なし〕 

○議長（中村芳隆議員） ないようですので、質疑

を終了することで異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（中村芳隆議員） 異議なしと認めます。 

  よって、質疑を終了し、討論を許します。 

〔発言する人なし〕 

○議長（中村芳隆議員） 討論がないようですので、

討論を終結することで異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（中村芳隆議員） 異議なしと認め、討論を

終結いたします。 

  これより採決いたします。 

  議案第３号から議案第８号までの６件について

は、原案のとおり決することで異議ございません

か。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（中村芳隆議員） 異議なしと認めます。 

  よって、議案第３号から議案第８号までの６件

については、原案のとおり可決されました。 

  会議の途中でございますが、ここで昼食のため

休憩いたします。 

  午後１時会議を再開いたします。 

 

休憩 午後 零時 

 

再開 午後 １時００分 

 

○議長（中村芳隆議員） 休憩前に引き続き会議を

開きます。 

  ここで、教育部長から発言があります。 

  教育部長。 

○教育部長（伴内照和） 午前中の議案質疑の中で、

議案第２号 平成27年度那須塩原市一般会計補正

予算（第６号）、吉成伸一議員の質疑の中で答弁

漏れがありましたので、ここでご説明させていた

だきます。 

  議案資料の15ページでございます。 

  繰越明許費設定の中の下から４段目、10款５項

２目三島公民館整備事業の中で、昨年一部追加補

正をさせていただきましたが、当初予算に計上が

あったものですからご説明申し上げます。 

  3,802万8,000円の繰り越しを行っているわけで

すが、駐車場の整備に当たりまして地権者との用

地交渉に不測の日数を要したため、繰り越しを行

うこととなってしまいました。 

  以上でございます、申しわけありませんでした。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第９号の上程、説明、質疑、

討論、採決 

○議長（中村芳隆議員） 次に、日程第14、議案第

９号 平成27年度那須塩原市水道事業会計補正予

算（第３号）を議題といたします。 

  本案について提案理由の説明を求めます。 

  市長。 

〔市長 君島 寛登壇〕 

○市長（君島 寛） 議案第９号 平成27年度那須

塩原市水道事業会計補正予算（第３号）について

提案のご説明を申し上げます。 

  議案書10ページ、議案資料は29から31ページと

なります。 
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  今回の補正予算は、収益的収入において２項営

業外収益の他会計補助金で、一般会計繰入金の額

の確定に伴い18万円を追加し、補正後の予定額を

28億1,481万9,000円とするものであります。 

  収益的支出においては、１項営業費用の原水及

び浄水費で委託料の額の確定に伴い2,565万3,000

円を、配水及び給水費で修繕費の額の確定に伴い

1,600万円をそれぞれ減額いたします。 

  また、総係費で委託料の額の確定に伴い48万

6,000円を、資産減耗費で鳥野目浄水場緊急遮断

弁室移設に伴う旧遮断弁室の固定資産除却費の額

の確定に伴い、1,986万6,000円を追加いたします。 

  また、２項の営業外費用の支払利息及び企業債

取扱諸費で、借入額の確定に伴い、企業債利息の

額1,080万4,000円を減額し、補正後の予定額を25

億2,588万8,000円とするものであります。 

  次に、資本的収入においては、事業費の額の確

定に伴い１項企業債で借入額9,230万円を減額し、

３項負担金で老朽管更新工事に伴う消火栓更新負

担金の額の確定に伴い760万円を追加いたします。 

  また、６項補助金で、事業費の確定に伴い

4,319万2,000円を減額し、７項一般会計補助金で、

一般会計繰入金の額の確定に伴い33万2,000円を

追加し、補正後の予定額を９億3,735万円とする

ものであります。 

  資本的支出においては、１項建設改良費の配水

設備拡張費で平成27年人事院勧告等に伴う人件費

の過不足調整に伴い、給料８万5,000円、手当132

万7,000円を追加し、事業費の確定に伴い、工事

請負費で8,500万円を減額いたします。 

  また、３項量水器費で、新設量水器の支払額の

確定に伴い量水器購入費200万円を減額し、補正

後の予定額を23億79万5,000円とするものであり

ます。 

  また、これら歳入歳出予算補正のほか、５件の

債務負担行為を設定するものであります。 

  よろしくご審議の上、ご決定くださいますよう

お願い申し上げます。 

○議長（中村芳隆議員） 説明が終わりました。 

  質疑を許します。 

〔発言する人なし〕 

○議長（中村芳隆議員） 質疑がないようですので、

質疑を終了することで異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（中村芳隆議員） 異議なしと認めます。 

  よって、質疑を終了し、討論を許します。 

〔発言する人なし〕 

○議長（中村芳隆議員） 討論がないようですので、

討論を終結することで異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（中村芳隆議員） 異議なしと認め、討論を

終結いたします。 

  これより採決いたします。 

  議案第９号については、原案のとおり決するこ

とで異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（中村芳隆議員） 異議なしと認めます。 

  よって、議案第９号については、原案のとおり

可決されました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第１９号及び議案第２０号

の上程、説明 

○議長（中村芳隆議員） 次に、お諮りいたします。 

  日程第15、議案第19号 那須塩原市空き家等対

策の推進に関する条例の制定について及び日程第

16、議案第20号 那須塩原市空き家対策審議会条

例の制定についての、条例制定に係る案件２件を

一括議題としたいと思いますが、異議ございませ
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んか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（中村芳隆議員） 異議なしと認めます。 

  よって、議案第19号及び議案第20号の２件を一

括議題といたします。 

  本案について提案理由の説明を求めます。 

  市長。 

〔市長 君島 寛登壇〕 

○市長（君島 寛） 議案第19号及び議案第20号の

２件につきまして、一括して提案のご説明を申し

上げます。 

  初めに、議案第19号 那須塩原市空き家等対策

の推進に関する条例の制定について申し上げます。 

  議案書20ページから22ページ、議案資料はござ

いません。 

  本案につきましては、適正に管理されていない

空き家等が市民の生活環境に影響を及ぼしている

ことに鑑み、平成27年５月26日に完全施行された

空き家等対策の推進に関する特別措置法に定めの

あるもののほか、市が行う空き家等対策の施策等

について必要な事項を定めるものであります。 

  主な内容といたしましては、市及び所有者等の

債務を明らかにすること、法に基づく勧告を行う

場合は、専門的知識を有する者の意見を聞くこと、

法に基づく命令に対し正当な理由なく従わない者

の氏名等を公表すること。 

  空き家等が適正に管理されていない状態にある

ことにより、人の生命、財産等に重大な危険が切

迫しているときは、危険解消のため、市が最小限

度の措置を講ずることなどを定めるものでありま

す。 

  次に、議案第20号 那須塩原市空き家対策審議

会条例の制定について申し上げます。 

  議案書23ページから24ページ、議案資料はござ

いません。 

  本案につきましては、本市の空き家対策を推進

するに当たり、空き家等対策計画の策定及び保安

上、衛生上、または景観上著しく問題のある空き

家等の措置に関して調査、審議し、また必要な意

見を述べるため、学識経験者等専門的な知識を持

つ者で構成される那須塩原市空き家等対策審議会

を設置するための本条例を制定するものでありま

す。 

  以上、２件につきましてよろしくご審議の上、

ご決定くださいますようお願い申し上げます。 

○議長（中村芳隆議員） 説明が終わりました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第２１号～議案第３１号の

上程、説明 

○議長（中村芳隆議員） 次に、お諮りいたします。 

  日程第17、議案第21号 那須塩原市消費生活セ

ンター条例の全部改正についてから日程第26、議

案第31号 那須塩原市営住宅条例の一部改正につ

いてまでの条例改正に係る案件10件を一括議題と

いたしたいと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（中村芳隆議員） 異議なしと認めます。 

  よって、議案第21号から議案第25号まで及び議

案第27号から議案第31号までの10件を、一括議題

といたします。 

  本案について提案理由の説明を求めます。 

  副市長。 

○副市長（人見寛敏） 議案第21号から議案第25号

及び議案第27号から議案第31号までの10件につき

まして、一括して提案のご説明を申し上げます。 

  初めに、議案第21号 那須塩原市消費生活セン

ター条例の全部改正について申し上げます。 

  議案書は25ページから26ページ、議案資料はご
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ざいません。 

  本案につきましては、消費者安全法の改正によ

り、消費生活センターの組織及び運営並びに情報

の安全管理に関する事項について、条例で規定す

ることが必要となったことに伴い、本条例の全部

を改正するものであります。 

  主な改正点は、消費生活センターに消費者安全

法に規定する有資格の消費生活相談員を配置する

こと、消費生活相談員の処遇及び資質向上のため

の研修の機会を確保すること、消費生活相談によ

り得られた情報の安全管理に関することなどにつ

いて定めるものであります。 

  次に、議案第22号 那須塩原市交通指導員設置

条例の一部改正について申し上げます。 

  議案書は27ページ、議案資料は93ページでござ

います。 

  本案につきましては、交通指導員の委嘱に関し

て教育指導員、一般指導員の年齢要件を本条例に

おいては、年齢20歳以上の者と定めている一方で、

施行規則である那須塩原市交通指導員設置条例施

行規則においては、教育指導員は65歳未満、一般

指導員は75歳未満としていることから、条例及び

規則で規定している考え方を整理し、年齢要件に

ついては施行規則において規定することとしたた

め、本条例の一部を改正するものであります。 

  次に、議案第23号 那須塩原市人事行政の運営

等の状況の公表に関する条例の一部改正について

申し上げます。 

  議案書は28ページ、議案資料は94ページでござ

います。 

  本案につきましては、地方公務員法の改正によ

り、同法第58条の２、第１項に規定する人事行政

の運営等の状況の公表事項について、人事評価、

休業及び退職管理が追加され、勤務評定が削除さ

れることから、当該条項を引用している本条例の

一部を改正するものであります。 

  次に、議案第24号 那須塩原市職員の勤務時間、

休日及び休暇に関する条例等の一部改正について

申し上げます。 

  議案書は29ページ、議案資料は95ページから98

ページでございます。 

  本案につきましては、地方公務員法の一部改正

に伴い、引用している条項にずれが生じたため、

那須塩原市職員の勤務時間、休日及び休暇に関す

る条例、那須塩原市職員の特殊勤務手当に関する

条例、那須塩原市職員の寒冷地手当の支給に関す

る条例、那須塩原市職員等の旅費に関する条例の

４本の条例の一部を改正することについて、一括

して１本の改正条例として提案するものでありま

す。 

  次に、議案第25号 那須塩原市議会の議員の議

員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正に

ついて申し上げます。 

  議案書は30ページ、議案資料は99ページでござ

います。 

  本案につきましては、平成28年１月28日の那須

塩原市特別職報酬等審議会からの答申を踏まえ、

市議会議長、副議長及び議員の報酬の額を改定す

るために、本条例の一部を改正するものでありま

す。 

  次に、議案第27号 那須塩原市特別職の職員で

非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の

一部改正について申し上げます。 

  議案書は38ページ、議案資料は114ページでご

ざいます。 

  本案につきましては、行政不服審査法の改正に

伴い、審査請求について調査、審議させるため設

置する那須塩原市行政不服審査会の委員報酬、本

市の空き家対策の推進及び適正管理について、調

査、審議し、意見を述べるため設置する那須塩原
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市空き家対策審議会の委員報酬及び不登校、児童

虐待、経済的な困窮、その他の問題を発見し、必

要な支援に円滑につなげることにより、早期の解

決を図るため設置するスクールソーシャルワーカ

ーの報酬についてそれぞれ規定するため、本条例

の一部を改正するものであります。 

  次に、議案第28号 那須塩原市手数料条例の一

部改正について申し上げます。 

  議案書は39ページから52ページ、議案資料は

115ページから133ページでございます。 

  本案につきましては、平成28年４月から既存住

宅に係る長期優良住宅の建築等計画の認定制度及

び建築物エネルギー消費性能向上計画の認定制度

が創設されることに伴い、当該認定に係る審査手

数料について規定するため、本条例の一部を改正

するものであります。 

  次に、議案第29号 那須塩原市特定教育・保育

施設及び特定地域型保育事業等の利用者負担に関

する条例の一部改正について申し上げます。 

  議案書は53ページ、議案資料は134ページでご

ざいます。 

  本案につきましては、那須塩原市立塩原幼稚園

の閉園により、市内に市立幼稚園がなくなること

から、市立幼稚園及びこれに係る教育の文言を削

除するため、本条例の一部を改正するものであり

ます。 

  次に、議案第30号 那須塩原市介護保険条例の

一部改正について申し上げます。 

  議案書は54ページ、議案資料は135ページから

136ページでございます。 

  本案につきましては、平成28年４月１日に施行

される介護保険法の一部改正において、同法第８

条第17項に地域密着型通所介護の規定が追加され

たことに伴い、本条例における同法の引用条項の

一部を改正するものであります。 

  次に、議案第31号 那須塩原市営住宅条例の一

部改正について申し上げます。 

  議案書は55ページ、議案資料は137ページでご

ざいます。 

  本案につきましては、平成27年５月７日公布、

施行された福島復興再生特別措置法において、同

法の条番号にずれが生じたことに伴い、本条例に

おける同法の引用条項の一部を改正するものであ

ります。 

  以上、10件につきましてよろしくご審議の上、

ご決定くださいますようお願い申し上げます。 

○議長（中村芳隆議員） 説明が終わりました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第１０号の上程、説明 

○議長（中村芳隆議員） 次に、日程第27、議案第

10号 平成28年度那須塩原市一般会計予算を議題

といたします。 

  本案について提案理由の説明を求めます。 

  市長。 

〔市長 君島 寛登壇〕 

○市長（君島 寛） 議案第10号 平成28年度那須

塩原市一般会計予算について提案のご説明を申し

上げます。 

  議案書は11ページ、議案資料は32ページから60

ページとなります。 

  初めに、平成28年度の予算編成に当たりまして

の基本的な考え方を申し上げます。 

  平成28年度当初予算については、市民優先を基

本的な方針とし、市政の円滑な運営を確保するこ

とを第一に、通年予算を編成いたしました。予算

といたしましては、法令等に基づく義務的経費や

施設の維持管理などの経常経費のほか、これまで

進めてきた道路整備や各種施設整備に係る投資的
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経費、新たな政策的経費についても予算計上を行

うなど、市民に最も近い基礎的自治体として推進

すべき施策事業を盛り込むことで、11万7,000人

の市民が安心して生活できるまちづくりと、日常

の暮らしをしっかり支える予算といたしました。 

  これらを具体的に要約をいたしますと、保健、

医療、子育て、高齢者福祉などの社会保障関係経

費につきましては、年間所要見込額を計上いたし

ました。公共施設等の維持管理経費やバス運行補

助を初め、市民生活に密着した経常的経費につき

ましては、年間所要見込み額を計上いたしました。

国・県補助を導入して行う道路整備事業や都市再

生整備計画事業、子育て施設整備補助などの投資

的経費につきましては、各計画に基づき必要額を

計上いたしました。高齢者外出支援タクシー医療

金助成や子育て応援米支給を初めとした公約事業

や、新規施策等の政策的経費につきましては、喫

緊の課題の対応に必要な額を計上いたしました。 

  以上の基本的な考え方により編成をいたしまし

た平成28年度一般会計当初予算の主な内容につい

て、ご説明申し上げます。 

  初めに、歳入につきましては、議案資料34ペー

ジ、１款市税で、家屋の新増築により固定資産税

の増が見込まれるものの、企業業績の下振れ予測

や法人税割税率の改正の影響による法人市民税の

減などにより、前年度比１億4,099万7,000円減の

183億2,377万6,000円を計上いたしました。 

  また、議案資料35ページ、６款地方消費税交付

金では、地方消費税の増収影響を見込み、前年度

比３億5,000万円増の23億円を計上し、議案資料

36ページ、10款地方交付税では、合併算定がえの

低減影響があるものの、普通交付税の算定に加算

される市債の元利償還金の増に加えて、法人市民

税の減収に伴う普通交付税の増により、前年度比

４億円増の55億6,000万円を計上いたしました。 

  また、議案資料38ページ、15款県支出金では、

畜産競争力強化対策緊急整備事業費補助金などの

増により、前年度比５億7,244万1,000円増の37億

384万1,000円を計上し、議案資料41ページ、21款

市債では、黒磯駅周辺地区都市再生整備計画事業

やくろいそ運動場野球本球場改修工事の財源とな

る事業債の増により、前年度比５億2,570万円増

の40億7,540万円を計上いたしました。 

  次に、歳出につきましては、議案資料43ページ、

２款総務費で、企画事務推進費に第２次那須塩原

市総合計画策定経費を計上するほか、公共施設等

総合管理計画策定事業に3,281万9,000円、議案資

料44ページ、地域バス運行事業に２億430万2,000

円など、合わせて43億3,659万1,000円を計上し、

３款民生費で、議案資料47ページ、自立対策・生

活支援事業に高齢者外出支援タクシー料金助成

3,660万7,000円を計上し、チャイルドシートの購

入にも活用できる子育て応援券事業を市単独事業

として計上するほか、公立保育園や民間保育園施

設の運営及び建設に係る事業に30億9,700万4,000

円、議案資料48ページ。放課後児童対策及び児童

クラブ整備事業に４億4,439万1,000円など、合わ

せて155億1,120万2,000円を計上し、４款衛生費

で議案資料49ページ、健康づくり推進、成人保健、

予防接種など、健康の維持や病気の予防に係る事

業に５億8,506万8,000円、母子保健、こども医療

費、妊産婦医療費などの母子衛生に係る事業に５

億3,193万9,000円、放射能対策事業に３億3,706

万6,000円など、合わせて36億4,786万5,000円を

計上いたします。 

  また、６款農林水産業費で、議案資料50ページ

でございますが、１歳６カ月になる子どもがいる

世帯に子育て応援米を支給する初めてのふるさと

ごはん事業に1,108万5,000円を計上するほか、議

案資料51ページ、畜産の振興に係る事業に３億
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7,987万6,000円、農村活動支援事業などの農地費

に３億5,837万9,000円など、合わせて18億8,252

万8,000円を計上し、７款商工費では、議案資料

52ページ、商工業の振興、団体育成、イベント推

進などの商工振興に係る事業に13億220万5,000円、

観光の振興、観光宣伝などの観光振興に係る事業

に１億3,386万9,000円、観光施設の管理に係る事

業に２億 5,925万4,000円など、合わせて 18億

9,280万4,000円を計上いたします。 

  また、８款土木費では、議案資料53ページ、道

路維持通学路整備、除雪対策などの道路管理に係

る事業に４億3,463万6,000円、防災・安全交付金

事業、地域再生基盤強化交付金事業などの道路新

設改良に係る事業に16億8,405万5,000円、議案資

料54ページ、黒磯駅周辺地区及び那須塩原駅周辺

地区都市再生整備計画事業などのまちづくり事業

に14億549万2,000円、公園の維持管理、長寿命化

など、公園に係る事業に２億6,011万2,000円など

合わせて64億7,962万4,000円を計上し、同ページ、

９款消防費では、那須地区消防組合への負担金と

して常備消防費に15億3,757万円、議案資料55ペ

ージ、消防コミュニティセンター、消防自動車、

防火水槽の整備など、消防施設整備費に１億

4,463万など、合わせて18億6,098万1,000円を計

上いたします。 

  また、10款教育費では、議案資料56ページ、小

学校エアコン整備事業で、エアコン整備に向けた

調査設計費を計上するほか、小中学校ＩＣＴ事業、

外国語教育推進事業などの学校運営支援費に６億

6,391万8,000円、小中学校の教育振興及び施設等

管理に係る事業に17億2,389万1,000円、議案資料

57ページ、文化会館の管理及び整備などに係る文

化会館費に４億1,044万5,000円、議案資料58ペー

ジ、体育施設の管理運営やくろいそ運動場野球本

球場改修など整備に係る事業に７億9,350万9,000

円など、合わせて62億8,831万3,000円を計上いた

します。 

  これらにより、平成28年度一般会計歳入歳出当

初予算額は、平成27年度当初予算額と比べ、率で

44％、金額で19億9,000万円増の472億6,000万円

といたします。 

  これら当初予算の詳細につきましては、平成28

年度一般会計予算執行計画書及び議案資料のとお

りであります。 

  なお、市長就任から間もない時間の制約がある

中での予算編成でございましたので、調査検討が

必要となる一部の公約事業につきましては、迅速

に詳細調査や制度設計検討に取りかかり、準備が

整い次第、今後の補正予算において予算を追加さ

せて行うこととさせていただきます。 

  よろしくご審議の上、ご決定くださいますよう

お願い申し上げます。 

  大変失礼をいたしました、パーセンテージ、率

で4.4％というところを44％というふうに発言を

しました。ご訂正いただきます。 

○議長（中村芳隆議員） 説明が終わりました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第１１号～議案第１７号の

上程、説明 

○議長（中村芳隆議員） 次に、お諮りいたします。 

  日程第28、議案第11号 平成28年度那須塩原市

国民健康保険特別会計予算から日程第34、議案第

17号 平成28年度那須塩原市墓地事業特別会計予

算までの特別会計予算７件を一括議題といたした

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（中村芳隆議員） 異議なしと認めます。 

  よって、議案第11号から議案第17号までの７件
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を一括議題といたします。 

  本案について提案理由の説明を求めます。 

  副市長。 

○副市長（人見寛敏） 議案第11号から議案第17号

までの７件につきまして、一括して提案のご説明

を申し上げます。 

  初めに、議案第11号 平成28年度那須塩原市国

民健康保険特別会計予算について申し上げます。 

  議案書は12ページ、議案資料は61ページから68

ページでございます。 

  国民健康保険は、国民皆保険を支える制度とし

て大きな役割を果たし、地域住民の医療の確保と

健康の増進に大きく寄与しているところでありま

す。国民健康保険の置かれている現状は、高齢化

の進展、医療技術の高度化などにより保険給付費

は増加傾向にあるにもかかわらず、被保険者の年

齢構成は65歳から74歳までの割合が平成27年12月

末現在で33.7％を占めているほか、被用者保険の

加入者が非自発的な失業などにより国民健康保険

に移行するなど、構造的な課題を抱えております。 

  平成28年度は、平成26年度の決算、平成27年度

の保険給付状況等をもとに適切な保険運営のため

の予算を計上するものであります。 

  初めに、歳入につきましては、１款国民健康保

険税では、被保険者の減少及び前年所得の減少を

見込み、前年度比１億3,186万5,000円減の32億

3,750万9,000円を計上いたします。 

  ３款国庫支出金では、前年度比３億6,826万

4,000円増の36億9,315万9,000円を計上いたしま

す。 

  ４款療養給付費等交付金では、前年度比１億

2,847万7,000円減の５億1,432万2,000円を計上い

たします。 

  ５款前期高齢者交付金では、前年度比5,958万

3,000円増の24億5,773万1,000円を計上いたしま

す。 

  ６款県支出金では、財政調整交付金など８億

1,057万円を計上いたします。 

  ７款共同事業交付金では、高額療養費を対象に

交付される保険財政共同安定化事業交付金など34

億7,937万円を計上いたします。 

  ９款繰入金では、職員給与費や一般管理費など

に対する一般会計繰入金７億6,910万1,000円と財

政調整基金繰入金９億2,005万2,000円、合わせて

16億8,915万3,000円を計上し、10款繰越金では１

億1,000円を計上いたします。 

  次に、歳出につきましては、２款保険給付費で

は、前年度比４億3,828万3,000円増の90億4,380

万8,000円を計上いたします。 

  ３款後期高齢者支援金等では、後期高齢者医療

制度に対する支援金として20億8,839万3,000円を

計上いたします。 

  ７款介護納付金では6,682万4,000円減の８億

6,878万円を計上いたします。 

  このほか、８款共同事業拠出金では35億651万

6,000円を、９款保健事業費では、特定健康診査

や疾病予防のための事業費として１億4,472万

4,000円をそれぞれ計上いたします。 

  これらにより、平成28年度国民健康保険特別会

計歳入歳出当初予算額を前年度比７億7,632万

1,000円増の160億2,122万5,000円とするものであ

ります。 

  次に、議案第12号 平成28年度那須塩原市後期

高齢者医療特別会計予算について申し上げます。 

  議案書は13ページ、議案資料は69ページから71

ページでございます。 

  平成28年度は、市の事務である保険料徴収と窓

口事務のための予算を計上するものであります。 

  初めに、歳入につきましては、１款後期高齢者

医療保険料では、前年度比5,694万4,000円増の７
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億3,204万4,000円を計上し、２款繰入金では一般

会計繰入金２億3,444万6,000円を計上いたします。 

  次に、歳出につきましては、１款総務費では

2,062万9,000円を計上し、２款後期高齢者医療広

域連合納付金では、前年度比8,519万5,000円増の

９億5,512万3,000円を計上いたします。 

  これらにより、平成28年度後期高齢者医療特別

会計歳入歳出当初予算額を、前年度比8,265万

8,000円増の９億7,925万2,000円とするものであ

ります。 

  次に、議案第13号 平成28年度那須塩原市介護

保険特別会計予算について申し上げます。 

  議案書は14ページ、議案資料は72ページから78

ページでございます。 

  平成28年度は、第６期介護保険事業計画の中間

年度に当たり、計画の着実な実現のための予算を

計上するものであります。 

  初めに、歳入につきましては、１款保険料では、

第１号被保険者保険料16億9,811万5,000円を、３

款支払基金交付金では、第２号被保険者の保険料

20億8,747万5,000円をそれぞれ計上いたします。 

  また、公費負担分として、２款国庫支出金では

17億32万3,000円を、４款県支出金では10億9,049

万円をそれぞれ計上し、６款繰入金では、介護給

付費及び事務費等に対する一般会計及び財政調整

基金などからの繰り入れ分に11億7,421万円を計

上し、７款繰越金では5,000万円を計上いたしま

す。 

  次に、歳出につきましては、１款総務費では、

職員人件費や保険料賦課徴収費、要介護認定に要

する費用などに１億8,423万3,000円を、２款保険

給付費では74億4,438万4,000円を、３款地域支援

事業費では、各種介護予防事業や地域包括支援セ

ンターの運営に要する費用などに１億6,537万

5,000円を計上いたします。 

  これらにより、平成28年度介護保険特別会計歳

入歳出当初予算額を前年度比１億3,286万7,000円

増の78億80万3,000円とするものであります。 

  次に、議案第14号 平成28年度那須塩原市下水

道事業特別会計予算について申し上げます。 

  議案書は15ページ、議案資料は79ページから81

ページでございます。 

  平成28年度は、長寿命化計画による水処理セン

ター設備の更新等を重点的に実施するほか、那須

塩原市生活排水処理基本構想に基づき、市街地周

辺の生活環境の向上と公共用水域の水質保全を図

るための予算を計上するものであります。 

  予算計上の基礎となります汚水整備面積は、事

業計画面積2,847.0haに対し2,261.8haまでの整備

を見込み、下水道の整備総延長は汚水管が47万

642ｍとなる見通しであります。前年度比で

13.8haの面積増、2,185ｍの延長増となります。 

  予算の主な内容について申し上げますと、初め

に、歳入につきましては、１款分担金及び負担金

では、受益者負担金賦課対象面積の減少に伴い、

前年度比122万8,000円減の2,011万9,000円を計上

し、２款使用料及び手数料では、有収水量の減少

等により、前年度比 1,544万 1,000円減の９億

7,600万8,000円を計上いたします。 

  ３款国庫支出金では、国庫補助対象事業の減少

に伴い、前年度比1,985万円減の１億8,975万円を

計上いたします。 

  ４款繰入金では、一般会計からの繰入金として

14億6,081万5,000円を計上いたします。 

  また、６款諸収入では、原発事故東電賠償金の

収入の増により、前年度比274万3,000円増の

3,257万1,000円を計上し、７款市債では、黒磯水

処理センター新管理棟詳細設計業務委託等の増加

に伴い、前年度比１億3,500万円増の３億9,760万

円を計上いたします。 
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  次に、歳出につきましては、１款下水道管理費

では、黒磯水処理センター機械濃縮設備及び混合

汚泥設備修繕工事等の増加により、前年度比２億

4,650万6,000円増の９億345万円を計上し、２款

下水道建設費では、予算科目の変更等により前年

度比1,076万円減の４億4,253万4,000円を計上い

たします。 

  また、３款流域下水道費では、流域下水道建設

事業等の減により、前年度比1,962万3,000円減の

２億2,179万5,000円を計上し、４款公債費では、

元金及び利子の減少により、前年度比4,185万

6,000円減の15億1,108万4,000円を計上いたしま

す。 

  これらにより、平成28年度下水道事業特別会計

歳入歳出当初予算額を前年度比１億7,426万7,000

円増の30億8,186万3,000円とするものであります。 

  次に、議案第15号 平成28年度那須塩原市農業

集落排水事業特別会計予算について申し上げます。 

  議案書は16ページ、議案資料は82ページから84

ページでございます。 

  平成28年度は、通年の維持管理をするための予

算を計上するものであります。 

  予算計上の基礎となります加入戸数につきまし

ては、南赤田地区、東部地区それぞれ１戸増を、

また、水洗化戸数につきましては、南赤田地区が

４戸増、東部地区は６戸増を見込んでおります。 

  初めに、歳入につきましては、１款分担金及び

負担金では54万5,000円、２款使用料及び手数料

では2,302万2,000円、３款繰入金では9,406万

5,000円、４款繰越金では20万円、５款諸収入で

は３万2,000円をそれぞれ計上いたします。 

  また、６款市債では、公営企業会計適用事業に

伴い120万円を計上いたします。 

  次に、歳出につきましては、１款管理費では、

南赤田浄化センターの老朽化に伴う修繕を実施す

ることにより、前年度比 1,096万7,000円増の

5,625万7,000円を計上いたします。 

  ２款公債費では、元金と利子で6,230万7,000円

を計上し、３款予備費では、前年と同額の50万円

を計上いたします。 

  これらにより、平成28年度農業集落排水事業特

別会計歳入歳出当初予算額を前年度比1,096万

7,000円増の１億1,906万4,000円とするものであ

ります。 

  次に、議案第16号 平成28年度那須塩原市温泉

事業特別会計予算について申し上げます。 

  議案書は17ページ、議案資料は85ページから87

ページでございます。 

  平成28年度は、施設の維持管理、起債の元金償

還等のための予算を計上するものであります。 

  初めに、歳入につきましては、２款事業収入で

は4,981万3,000円、４款繰入金では、温泉事業施

設整備基金から899万2,000円等を計上するもので

あります。 

  次に、歳出につきましては、１款温泉事業管理

費では、人件費、一般管理費、施設管理費等で

5,046万3,000円を計上し、２款公債費では、起債

の元金等の償還のための費用として736万3,000円

を計上するものであります。 

  これらにより、平成28年度温泉事業特別会計歳

入歳出当初予算額を前年度比27万4,000円減の

5,882万6,000円とするものであります。 

  次に、議案第17号 平成28年度那須塩原市墓地

事業特別会計予算について申し上げます。 

  議案書は18ページ、議案資料は88ページから89

ページでございます。 

  平成28年度は、赤田霊園１号墓地及び赤田霊園

２号墓地並びに塩原温泉さくら公園墓地の適正管

理を行うための予算を計上するものであります。 

  初めに、歳入につきましては、１款墓地事業収
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入では、赤田霊園及び塩原温泉さくら公園墓地の

管理料並びに塩原温泉さくら公園墓地１件分の使

用料として202万7,000円を計上いたします。 

  ２款繰入金では、一般会計からの繰入金133万

7,000円を計上し、３款繰越金2,000円、４款諸収

入2,000円をそれぞれ計上いたします。 

  次に、歳出につきましては、１款墓地事業費で

は、赤田霊園及び塩原温泉さくら公園墓地の管理

経費として、前年度比53万2,000円増の306万

8,000円を、２款予備費では、前年度と同額の30

万円を計上いたします。 

  これらにより、平成28年度墓地事業特別会計歳

入歳出当初予算額を前年度比53万2,000円増の336

万8,000円とするものであります。 

  以上、７件につきましてよろしくご審議の上、

ご決定くださいますようお願い申し上げます。 

○議長（中村芳隆議員） 説明が終わりました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第１８号の上程、説明 

○議長（中村芳隆議員） 次に、日程第35、議案第

18号 平成28年度那須塩原市水道事業会計予算を

議題といたします。 

  本案について提案理由の説明を求めます。 

  市長。 

〔市長 君島 寛登壇〕 

○市長（君島 寛） 議案第18号 平成28年度那須

塩原市水道事業会計予算について提案の説明を申

し上げます。 

  議案書19ページ、議案資料は90ページから92ペ

ージとなります。 

  平成28年度は、安心安全な水の供給を維持する

ため、那須塩原市水道事業基本計画に基づき、石

綿セメント管等の老朽管更新、配水管や配水施設

の整備を進めるとともに、給水人口の減少等に伴

う料金収入の減少を踏まえ、効率的な資産管理を

実践するための予算を計上するものであります。 

  平成28年度における業務の予定量につきまして

は、給水戸数４万6,360戸、年間総給水量1,657万

635㎥、１日平均給水量４万5,399㎥、主な建設改

良事業として、浄水設備費のフェンス更新工事が

２カ所、鳥野目浄水場流量計設置工事、配水設備

拡張費の老朽管更新事業が5.6㎞、配水管整備事

業が5.6㎞の事業量と定め、予算を編成したもの

であります。 

  初めに、収益的収入及び支出でありますが、収

入につきましては、１項営業収益の主なものとし

て、給水収益で24億5,904万6,000円、その他営業

収益で手数料、水道加入金等で7,368万円をそれ

ぞれ計上いたしました。 

  また、２項営業外収益の主なものとして、他会

計補助金で1,687万8,000円、長期前受金戻入で２

億4,239万8,000円、下水道・農業集落排水使用料

徴収事務受託料等の雑収益で4,063万6,000円をそ

れぞれ計上いたしました。 

  さらに、３項特別利益で東京電力原子力損害賠

償のその他特別利益1,430万2,000円を計上し、収

益的収入の総額を28億4,738万円とするものであ

ります。 

  一方、支出につきましては、１項営業費用の主

なものとして、職員給与費１億3,339万3,000円、

浄水施設維持管理業務等の委託料で２億6,955万

9,000円、北那須水道受水費５億9,484万8,000円、

配水管漏水等の修繕費１億1,257万7,000円、上下

水道料金関係事務業務委託料等で１億4,044万

9,000円、このほか有形固定資産減価償却費９億

6,954万5,000円を計上いたしました。 

  また、２項営業外費用には、企業債の支払利息

等２億334万1,000円を計上し、収益的支出の総額
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を26億423万2,000円とするものであります。 

  次に、資本的収入及び支出でありますが、収入

につきましては、１項企業債として老朽管更新事

業、配水管整備事業等で４億8,250万円を計上す

るほか、３項負担金として工事負担金2,900万円、

６項補助金として重要施設配水管整備事業等に伴

う国庫補助金7,526万2,000円、７項一般会計補助

金で4,258万8,000円をそれぞれ計上し、資本的収

入の総額を６億2,935万1,000円とするものであり

ます。 

  一方、支出につきましては、１項建設改良費と

して、浄水設備費7,703万1,000円、配水施設拡張

費で11億5,930万4,000円を計上し、４項企業債償

還金として、企業債の元金償還金で４億9,108万

2,000円をそれぞれ計上し、資本的支出の総額を

17億5,943万1,000円とするものであります。 

  なお、資本的収入額が資本的支出額に対して不

足する11億3,008万円につきましては、消費税及

び地方消費税資本的収支調整額、損益勘定留保資

金、建設改良積立金により補塡をいたします。 

  市民生活に欠くことのできない水道事業である

ため、水の安定供給及び事業の健全経営に努めて

まいります。 

  よろしくご審議の上、ご決定くださいますよう

お願い申し上げます。 

○議長（中村芳隆議員） 説明が終わりました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎認定第１号及び認定第２号の上

程、説明 

○議長（中村芳隆議員） 次に、お諮りいたします。 

  日程第36、認定第１号 平成27年度大田原地区

広域消防組合一般会計歳入歳出決算認定について

及び日程第37、認定第２号 平成27年度黒磯那須

消防組合一般会計歳入歳出決算認定についての決

算認定案件２件を一括議題といたしたいと思いま

すが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（中村芳隆議員） 異議なしと認めます。 

  よって、認定第１号及び認定第２号の２件を一

括議題といたします。 

  本案について提案理由の説明を求めます。 

  副市長。 

○副市長（人見寛敏） 認定第１号及び認定第２号

の２件につきまして、一括して提案のご説明を申

し上げます。 

  解散いたしました一部事務組合の決算につきま

しては、地方自治法第292条の規定により準用す

る地方自治法施行令第５条第３項の規定により、

構成自治体の議会の認定を受けなければならない

ことから、平成27年９月30日に解散いたしました

大田原地区広域消防組合及び黒磯那須消防組合に

おける平成27年度一般会計の決算について、市議

会の認定に付するものであります。 

  なお、今回の決算は、解散するまでの期間であ

る平成27年４月１日から同年９月30日までの歳入

歳出に係るものになります。 

  初めに、認定第１号 平成27年度大田原地区広

域消防組合一般会計歳入歳出決算認定について申

し上げます。 

  議案書は68ページ、議案資料は140ページから

142ページでございます。 

  平成27年度の決算額は、歳入総額が19億9,624

万6,067円、歳出総額が17億2,392万7,541円であ

ります。 

  歳入の主な内訳といたしまして、１款分賦金で

13億732万5,000円となります。分賦金の内訳とい

たしましては、構成市である本市から６億5,054

万2,000円、大田原市から６億695万1,000円、共
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同指令センター負担金として、黒磯那須消防組合

から 1,626万1,000円、塩谷広域行政組合から

2,305万9,000円、南那須地区広域行政事務組合か

ら1,051万2,000円となっております。 

  また、４款県支出金として500万円、６款繰入

金として1,154万1,321円、８款繰越金として前年

度繰越金と前年度繰越金の逓次繰越分を合わせて

２億399万6,922円、新庁舎建設事業費の財源とし

て10款組合債が４億6,414万円であります。 

  次に、歳出の主な内訳といたしまして、２款総

務費で16億9,047万5,715円となります。総務費の

主な内訳といたしまして、１目一般管理費は職員

173名分の給与費などで６億5,718万1,181円、ま

た、警防課用連絡車購入費などとして３目警防費

1,882万4,728円、さらに、大田原地区広域消防組

合と黒磯那須消防組合との統合に係る経費として、

４目消防組合合併事業費557万3,988円、新庁舎建

設事業関係の経費として、５目消防庁舎建設事業

費９億9,546万8,510円、統合前の大田原地区広域

消防組合と黒磯那須消防組合、南那須地区広域行

政事務組合、塩谷広域行政組合が消防指令事務を

共同で処理するために必要な費用として、６目共

同指令センター事業費1,275万4,284円であります。 

  なお、歳入歳出差引額２億7,231万8,526円は統

合後の那須地区消防組合に繰り越しいたします。 

  次に、認定第２号 平成27年度黒磯那須消防組

合一般会計歳入歳出決算認定について申し上げま

す。 

  議案書は69ページ、議案資料は143ページから

144ページでございます。 

  平成27年度の決算額は、歳入総額が６億8,119

万8,893円、歳出総額が５億8,729万670円であり

ます。 

  歳入の主な内訳といたしまして、１款負担金で

６億4,300万円となります。負担金の内訳といた

しましては、構成市町である本市から３億8,200

万円、那須町から２億6,100万円となっておりま

す。 

  また、６款繰越金3,376万1,415円は前年度繰越

金であります。 

  次に、歳出の主な内訳といたしまして、２款総

務費で５億6,665万4,339円となります。総務費の

主な内訳といたしまして、１目一般管理費は職員

147人分の給料等で５億3,954万9,084円、３目黒

磯消防署費は災害対応備品購入費等で1,394万774

円であります。 

  なお、歳入歳出差引額9,390万8,223円は統合後

の那須地区消防組合に繰り越しいたします。 

  以上、２件につきましてよろしくご審議の上、

ご認定くださいますようお願い申し上げます。 

○議長（中村芳隆議員） 説明が終わりました。 

  会議の途中ですが、ここで10分間休憩いたしま

す。 

 

休憩 午後 ２時００分 

 

再開 午後 ２時１０分 

 

○議長（中村芳隆議員） 休憩前に引き続き会議を

開きます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎監査委員の審査結果の報告につ

いて 

○議長（中村芳隆議員） 次に、日程第38、監査委

員の審査結果の報告についてを議題といたします。 

  認定第１号及び認定第２号の決算につきまして

は、決算審査意見書が監査委員から提出されてお

ります。 
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  代表監査委員は登壇の上、審査結果の報告を願

います。 

  大場浩一代表監査委員。 

〔代表監査委員 大場浩一登壇〕 

○代表監査委員（大場浩一） それでは、那須地区

消防組合の発足に伴いまして、昨年９月30日をも

って解散となりました大田原地区広域消防組合と

黒磯那須消防組合の一般会計歳入歳出決算を対象

に議会選出の植木弘行監査委員とともに実施をい

たしました審査の結果及び意見につきましてご報

告を申し上げます。 

  報告に先立ちまして、このたび解散となった２

つの消防組合の決算審査を本市において実施した

経緯について、ご説明を申し上げます。 

  議員の皆様のご承知のとおり、昨年10月１日に

本市、大田原市及び那須町による一部事務組合で

ある那須地区消防組合が発足いたしましたが、こ

れは、既存の２つの消防組合が合併をする形式を

とられたところでございます。これによりまして、

既存の消防組合はいずれも解散となったわけであ

りますが、地方自治法には、一部事務組合解散後

の清算業務を行うための法人格の継続制度がない

ために、解散の日をもって会計のほうも廃止され

ることになりました。つまり、解散の日が両消防

組合会計の出納閉鎖となったわけでございます。

解散となった一部事務組合の決算につきましては、

地方自治法第292条の規定により準用されます地

方自治法施行令第５条第３項の規定に基づき、組

合から各構成自治体の長に対して送付される決算

書等の調書を、各構成自治体の監査委員が審査を

することになります。 

  さらに、構成自治体の長は、当該組合の決算に

監査委員の意見を添えて議会の承認をすることに

なります。 

  以上の経緯から、いずれも本市が構成自治体と

なっている２つの消防組合の決算につきましては、

本市の監査委員が審査を行い、本日、市議会の本

会議におきまして結果の報告を行うこととなった

ものでございます。本件決算の審査に当たりまし

ては、決算書及びその他関係書類等に誤りがない

か、事務事業がその目的に沿って行われているか、

予算の執行が適正かつ効率的、効果的に行われた

かなどの点に主眼を置くことはもとより、９月30

日での打ち切り決算であるという事情を考慮しな

がら、未執行予算や財産の引き継ぎ処理に関する

事務が適正に行われたかどうかにつきましても検

査を実施いたしました。 

  審査につきましては、本年１月４日から２月10

日までの間の期間、決算書等の調書を関係書帳簿、

証拠書類等と照合して計数の確認を行うとともに、

関係職員からの説明を聴取して実施をいたしまし

た。 

  その結果、大田原地区広域消防組合、黒磯那須

消防組合とも各会計調書は関係法令に準拠して作

成され、その計数に誤りはなく、未執行予算、残

債及び保有財産等については、適正に那須地区消

防組合に承継されていることを確認いたしました。 

  また、予算の執行に関しましては、一部に留意

を要する事項が見受けられたものの、おおむね妥

当なものと認められました。 

  続きまして、審査結果の概要についてご報告を

いたします。 

  まず、大田原地区広域消防組合について申し上

げます。 

  審査結果は、お手元に提出してあります審査意

見書のとおりでありますが、その内容について若

干述べさせていただきます。 

  平成27年度の一般会計歳入歳出予算総額は39億

6,129万6,000円でありました。 

  一方、決算額は、歳入19億9,624万6,067円、歳
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出17億2,392万7,541円でありました。翌年度へ繰

り越すべき財源がないため、実質収支は歳入歳出

差引額と同額の２億7,231万8,526円となっており

ます。予算額に比較して決算額が著しく低い理由

は、９月30日をもって収支が打ち切りとなったた

めであり、当初予算に計上されていた歳入及び歳

出の未執行分につきましては、適正に那須地区消

防組合の暫定予算に引き継がれたことを確認いた

しました。 

  続きまして、決算の状況についてご報告を申し

上げます。 

  歳入につきましては、予算現額に対して50.4％、

調定額に対して100％の収納率となっております。

収入済額の主なものは、分賦金13億732万5,000円、

組合債４億6,414万、繰越金２億399万6,922円で

ありました。分賦金は、本市及び大田原市からの

負担金収入のほか、消防庁舎及び共同指令センタ

ー整備分といたしまして、指令センターを共同運

営する３つの広域消防組合から納入された負担金

が含まれております。分賦金は、関係自治体及び

広域消防組合において協議の上決定された納入計

画のとおり収入されていることを確認いたしまし

た。本市分の分賦金は６億5,054万2,000円で、負

担割合は49.76％となっております。 

  一方、歳出につきましては、予算現額に対して

43.5％の執行率となり、不用額は22億3,736万

8,459円となっております。支出済みの主なもの

は、消防本部庁舎と工事請負費等９億2,893万

3,760円、職員給料、手当等、共済費などの人件

費６億2,586万8,470円、新庁舎及び共同指令セン

ター用備品購入費6,776万7,061円でありました。 

  続きまして、財産に関する調書につきまして申

し上げます。 

  審査に当たりましては、各種財産の平成27年度

中の異動を中心に点検を行いましたが、調書に記

載された計数等に誤りは認められず、適正に管理

がなされていたことを確認いたしました。大田原

地区広域消防組合においては、公有財産として消

防本部、消防署及び分署の庁舎建物があり、平成

27年度中に本庁舎及び消防署建物を新築したため、

6,570.50㎡増の１万865.81㎡を保有しております。

なお、新築移転により不要となった旧消防本部建

物が含まれておりますが、今後、解体処分が予定

されております。 

  また、大田原地区広域消防組合においては、１

件の管理運営基金を保有しておりましたが、組合

の解散を機に廃止されました。この基金は、施設

整備を目的に造成したものでありますが、平成27

年度中に残高全額を取り崩して、庁舎建設事業費

の財源として歳入予算に編入処理されたことから、

目的どおりの運用がなされたものと判断いたしま

した。 

  その他、消防ポンプ自動車を初めとした各種物

品を初め財産の決算年度末現在額につきましては、

全てが那須地区消防組合に承継されたことを確認

いたしました。 

  次に、黒磯那須消防組合について申し上げます。 

  審査の結果は、お手元に提出してあります審査

意見書のとおりでありますが、その内容について

若干述べさせていただきます。 

  平成27年度の一般会計歳入歳出予算総額は14億

6,374万8,000円でありました。 

  一方、決算額は、歳入６億8,119万8,893円、歳

出５億8,729万670円でありました。翌年度へ繰り

越すべき財源がないため、実質収支額は歳入歳出

差引額と同額の9,390万8,223円となっております。

予算額に比較して決算額が著しく低い理由は、大

田原地区広域消防組合と同様に９月30日をもって

収支が打ち切りとなったためであり、当初予算に

計上されていた歳入及び歳出の未執行分につきま
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しては、適正に那須地区消防組合の暫定予算に引

き継がれたことを確認いたしました。 

  続きまして、決算の状況についてご報告いたし

ます。 

  歳入につきましては、予算現額に対しまして

46.5％、調定額に対して100％の収納率となって

おります。収入済額の主なものは、負担金６億

4,300万円、繰越金3,376万1,415円でありました。

負担金は、本市及び那須町からの負担金収入であ

り、本市分は３億8,200万円で負担割合は59.41％

となっております。 

  一方、歳出につきましては、予算現額に対して

40.1％の執行率となっており、不用額は８億

7,645万7,330円となっております。支出済額の主

なものは、職員給料、手当等、共済費などの人件

費で総額４億9,709万4,374円となっており、歳出

全体の84.6％を占めております。なお、歳出の１

款議会費において議員報酬が未払いとなっている

ことを確認いたしました。 

  結果的に統合後の新組合に債務を引き継ぎ支払

いが行われたと伺いましたが、本来であれば解散

前に執行すべき予算であったと考えます。 

  続きまして、財産に関する調査につきまして申

し上げます。 

  審査に当たりましては、各種財産の平成27年度

中の異動を中心に点検をいたしましたが、調書に

記載された計数等に誤りは認められず、適正に管

理がなされていたことを確認いたしました。 

  黒磯那須消防組合においては、公有財産として

那須消防署の敷地7,461.27㎡、消防本部、消防署

及び分署の庁舎建物が3,485.02㎡を所有しており

ますが、平成27年度中に面積の増減はありません

でした。また、黒磯那須消防組合においては基金

は保有しておりませんでした。 

  その他、消防ポンプ自動車を初めとした各種物

品につきましても平成27年度中に増減はなく、全

ての保有財産の決算年度末の現在高は、那須地区

消防組合に承継されたことを確認いたしました。 

  最後になりますが、高齢化社会の進展や住民ニ

ーズの変化に加えて、災害や事故の発生状況も多

様化、大規模化しておりまして、住民の生命財産

を保護するという使命を完遂するためには、消防

行政の一層の充実を図ることは必要不可欠でござ

います。そのような中、既存の組合を統合してス

ケールアップを図り、効果的な人材や資機材の配

備等により、活動体制を強化することで迅速な消

防救急対応が可能となったことは大変心強い思い

でおります。 

  新消防組合が発足して間もなく５カ月が経過し

ますが、今後におきましても職員各位がさらなる

研さんを積みまして、チームワークを高めること

により所期の目的が達成されますよう心から期待

をいたします。 

  また、議員の皆様におかれましても、引き続き

消防体制のさらなる強化に向けたご指導、ご協力

を賜りますようお願い申し上げまして、旧消防組

合の決算審査の報告とさせていただきます。大変

ありがとうございました。 

○議長（中村芳隆議員） 報告が終わりました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第３２号～議案第３４号の

上程、説明 

○議長（中村芳隆議員） 次に、お諮りいたします。 

  日程第39、議案第32号 公の施設の区域外設置

に関する協議についてから日程第41、議案第34号 

黒磯那須公設地方卸売市場事務組合との間の行政

不服審査法第81条第１項の機関に係る事務の委託

に関する協議についてまでの協議案件３件を一括
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議題といたしたいと思いますが、異議ございませ

んか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（中村芳隆議員） 異議なしと認めます。 

  よって、議案第32号から議案第34号までの３件

を一括議題といたします。 

  本案について提案理由の説明を求めます。 

  副市長。 

○副市長（人見寛敏） 議案第32号から議案第34号

の３件につきまして、一括して提案のご説明を申

し上げます。 

  初めに、議案第32号 公の施設の区域外設置に

関する協議について申し上げます。 

  議案書は56ページ、議案資料は138ページから

139ページでございます。 

  本案につきましては、大田原市における道路改

良計画に伴う大田原市道県北体育館西線に係る道

路施設の一部を新たに那須塩原市の区域内に設置

することについて、地方自治法第244条の３第１

項の規定に基づき大田原市と協議を行うため、同

条３項の規定により議会の議決を求めるものであ

ります。 

  次に、議案第33号 黒磯那須共同火葬場組合と

の間の行政不服審査法第81条第１項の機関に係る

事務の委託に関する協議について申し上げます。 

  議案書は57ページから59ページ、議案資料はご

ざいません。 

  本案につきましては、行政不服審査法の改正に

伴い、全ての地方公共団体に審査請求について調

査審議させるため、第三者により構成される附属

機関を設置する必要が生じており、本市において

は12月議会で議決をいただき、那須塩原市行政不

服審査会条例を制定したところであります。この

附属機関は一部事務組合にも置くこととされてお

り、黒磯那須共同火葬場組合も設置する必要があ

りますが、同組合から単独で設置することが困難

なため、地方自治法第252条の14第１項の規定に

より、行政不服審査会に係る事務を委託したいと

の申し出があったことから、事務を受託するに当

たり必要な規約を定めることに関し、協議するこ

とについて同条第３項の規定により準用する同法

第252条の２の２第３項の規定により議会の議決

を求めるものであります。 

  次に、議案第34号 黒磯那須公設地方卸売市場

事務組合との間の行政不服審査法第81条第１項の

機関に係る事務の委託に関する協議について申し

上げます。 

  議案書は60ページから62ページ、議案資料はご

ざいません。 

  本案につきましては、先ほど提案理由をご説明

させていただきました議案第33号と同様に、行政

不服審査法の改正に伴い、全ての地方公共団体に

審査請求について調査審議させるための第三者に

より構成される附属機関の設置に関し、黒磯那須

公設地方卸売市場事務組合からも単独で設置する

ことが困難なため、地方自治法第252条の14第１

項の規定により、行政不服審査会に係る事務を本

市に委託したいとの申し出があったことから、事

務を受託するに当たり、必要な規約を定めること

に関し協議することについて、同条第３項の規定

により準用する同法第252条の２の２第３項の規

定により、議会の議決を求めるものであります。 

  以上、３件につきましてよろしくご審議の上、

ご決定くださいますようお願い申し上げます。 

○議長（中村芳隆議員） 説明が終わりました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第３５号～議案第３８号の

上程、説明 
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○議長（中村芳隆議員） 次に、お諮りいたします。 

  日程第42、議案第35号 那須塩原市第２期最終

処分場基本構想についてから日程第45、議案第38

号 那須塩原市生活排水処理基本構想の改訂につ

いてまでの議決計画案件４件を一括議題といたし

たいと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（中村芳隆議員） 異議なしと認めます。 

  よって、議案第35号から議案第38号までの４件

を一括議題といたします。 

  本案について提案理由の説明を求めます。 

  副市長。 

○副市長（人見寛敏） 議案第35号から議案第38号

の４件につきましては、那須塩原市議会基本条例

第11条第２号の規定に基づき議会の議決を求める

ものでありますので、一括して提案のご説明を申

し上げます。 

  初めに、議案第35号 那須塩原市第２期最終処

分場基本構想について申し上げます。 

  議案書は63ページ及び別冊、議案資料はござい

ません。 

  現在、稼働中の最終処分場につきましては、平

成32年度末には埋め立て終了となる見込みであり、

今後も安定的に廃棄物処理をしていくためには、

現在の最終処分場にかわる第２期最終処分場を計

画的に整備していく必要があることから、第２期

最終処分場の整備計画につきまして、平成24年度

に庁内で検討組織を立ち上げ、検討及び協議を進

めてまいりました。 

  本基本構想は、既設最終処分場敷地を整備候補

地とし、計画における諸条件の整理を行うととも

に、埋立構造、埋立方法及び埋立形式並びに概算

事業費などについて検討し、まとめたもので、第

２期最終処分場建設に関する基本的な考え方をお

示しするものであります。 

  また、今後策定する基本計画や基本設計、実施

設計で、より具体的に個別事案の検討を行う際の

基本となるものであります。 

  次に、議案第36号 那須塩原市保育園整備計画

（後期計画）の改訂について提案のご説明を申し

上げます。 

  議案書は64ページ及び別冊、議案資料はござい

ません。 

  那須塩原市保育園整備計画（後期計画）につき

ましては、平成25年６月に策定したものでありま

すが、平成27年３月に策定した那須塩原市子ど

も・子育て未来プランとの整合性を図り、本市に

おける子ども・子育て支援に係る施策をさらに一

体性を持って推進していくことを目的として、保

育園整備計画の全体的な見直しを行うものであり

ます。 

  次に、議案第37号 那須塩原市発達支援システ

ムについて提案のご説明を申し上げます。 

  議案書は65ページ及び別冊、議案資料はござい

ません。 

  発達支援システムは、発達に支援が必要な子ど

もとその保護者に対し、保健、医療、福祉、保育、

教育、就労支援などの関係機関が相互に連携し、

共通の視点に立って出生から20歳までの期間にお

いて、保護者や子どもたちの自立や社会参加が可

能となるように、子どもたちの発達段階に応じた

早期から切れ目のない一貫した総合的な支援を計

画的に推進していくものであります。 

  次に、議案第38号 那須塩原市生活排水処理基

本構想の改訂について、提案のご説明を申し上げ

ます。 

  議案書は66ページ及び別冊、議案資料はござい

ません。 

  国が都道府県に対し、水質汚濁の原因となる生

活排水の適正な処理推進のために定めた生活排水
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処理構想について、処理施設の効率的かつ計画的

な整備、運営管理を実施するよう、各都道府県に

おける構想の見直しを求めております。このため、

栃木県においても県内市町の構想に基づき策定し

た新栃木県生活排水処理構想の見直しを行うこと

としていることから、本市における生活排水の適

正な処理を推進するために定めた那須塩原市生活

排水処理基本構想についても、今回普及促進の課

題や下水道施設の老朽化、人口減少や高齢化とい

った社会情勢の変化、国、地方の厳しい財政事情

などを踏まえた上で、地域特性や経済比較などを

十分吟味した、より一層効率的、持続可能な構想

とするための見直しを行い、改訂するものであり

ます。 

  以上、４件につきましてよろしくご審議の上、

ご決定くださいますようお願い申し上げます。 

○議長（中村芳隆議員） 説明が終わりました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第３９号の上程、説明 

○議長（中村芳隆議員） 次に、日程第46、議案第

39号 市道路線の認定及び廃止についてを議題と

いたします。 

  本案について提案理由の説明を求めます。 

  副市長。 

○副市長（人見寛敏） 議案第39号 市道路線の認

定及び廃止について提案のご説明を申し上げます。 

  議案書は67ページ及び別冊市道路線一覧、議案

資料は別冊調書でございます。 

  本案につきましては、道路台帳デジタル化に伴

う台帳整理のため、市道路線を一括廃止し、及び

一括認定いたしたく、道路法第８条第２項及び同

法第10条第３項の規定により準用する第８条第２

項の規定に基づき、議会の議決を求めるものであ

ります。 

  現在、認定しております全2,498路線を一括廃

止し、改めて那須塩原駅土地区画整理事業により、

道路の機能を有しなくなった市道沓掛島方線のほ

か、主要地方道西那須野・那須線に重複して認定

していた市道黒磯那須北２号線など、合計７路線

を除いた残りの2,491路線を一括して再認定する

ものであります。 

  よろしくご審議の上、ご決定くださいますよう

お願い申し上げます。 

○議長（中村芳隆議員） 説明が終わりました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎散会の宣告 

○議長（中村芳隆議員） 以上で、本日の議事日程

は全て終了いたしました。 

  本日は、これをもって散会といたします。 

  ご苦労さまでした。 

 

散会 午後 ２時３８分 




